
3. 風力発電所からの騒音等の環境影響評価に関する検討 

3.1 国内における風力発電所から発生する騒音等の環境影響評価の現状把握 

3.1.1 地方公共団体における環境影響評価の状況 

地方公共団体の環境影響評価条例における風力発電所の対象状況を各地方公

共団体のホームページから情報を収集し整理した。 

それによると、地方公共団体の環境影響評価条例において風力発電所を対象

としているのは、福島県、長野県、滋賀県、岐阜県、三重県、兵庫県、岡山県

及び長崎県の 8 県と川崎市、名古屋市、新潟市の 3 市である。 

これら 11 地方公共団体における風力発電所を対象事業とする要件の状況は、

対象事業に発電施設のひとつの種類として風力発電所を掲げているのが 7 団

体、対象事業に発電施設の種類の区分がなく、単に発電所としているのが川崎

市と名古屋市の 2 団体である。また、岐阜県は風力発電所を発電施設でなく高

層工作物等として、三重県は工場として対象事業としている。 

対象事業となる規模要件の種類の状況は、発電出力によるものが 7 団体、発

電出力もしくは設置台数によるものが 2 団体、事業区域の敷地面積によるもの

が 1 団体、高層建築物等の高さによるのが 1 団体となっている。 

規模要件において、第 1 種事業、第 2 種事業を区分しているのが福島県と川

崎市の 2 団体である。対象となる発電出力の規模は、1,500kW が 4 団体、10,000 

kW が 3 団体、50,000kW が 2 団体である。 

次に県と県域内の市の関係で、県条例では対象事業としてないが、市条例で

対象としているのは神奈川県川崎市、愛知県名古屋市、新潟県新潟市である。 

環境影響評価項目としての選定状況は、騒音は 11 団体全てで工事時及び供用

時に選定されていた。低周波音関係では 6 団体が選定しており、低周波音とし

て 4 団体、低周波空気振動として 2 団体が選定していた。低周波音を対象とし

ているうちの 3 団体は工事時及び供用時ともに対象とし、工事時だけを対象と

したのが 1 団体、供用時だけの対象が 2 団体という状況である。 

次に、地方公共団体における風力発電所の環境影響評価の概要を示すととも

に、表 3.1.1 に整理した。 

 

（１）福島県 

福島県環境影響評価条例においては、風力発電所の対象規模要件が第 1 区分

事業及び第 2 区分事業に区分されており、第 1 区分事業に該当する場合には無

条件で対象事業となるが、第 2 区分事業については環境影響評価の手続きの必
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要性を判定するものとされている。 

第 1 区分の規模要件は発電出力が 10,000kW 以上もしくは風車が 15 台以上で

ある風力発電所の設置及び発電設備の新設を伴う風力発電所の変更の工事の事

業とし、判定を必要とする第 2 区分事業は出力が 7,000kW 以上 10,000kW 未満又

は風車が 10 台以上 14 台以下である風力発電所の設置及び発電設備の新設を伴

う風力発電所の変更の工事の事業とされている。 

環境影響評価の項目には、工事時の騒音と供用時の騒音及び低周波音を選定

している。 

調査及び予測の手法に関しては、技術指針に参考手法が示されており、それ

によると、調査の手法は、両項目とも、文献その他の資料及び現地調査による

情報の収集並びに当該情報の整理及び解析によるものとされている。 

予測手法は、騒音が対象事業の実施区域周辺の構造物等を考慮した音の伝搬

理論に基づく予測式による計算とし、低周波音については文献の引用又は解析

によるものとされている。 

評価手法は、対象事業の実施により環境要素におよぶ恐れがある影響が、実

行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されているか、また、基準又

は目標が示されている場合には、基準又は目標と調査及び予測の結果との間に

整合が図られているかどうかを検討するものとされている。 

事後調査は、対象事業により予測の不確実性の程度が大きい選定項目につい

て環境保全措置を講ずる場合等に、事後調査の結果と環境影響評価の結果との

比較検討等により行うこととし、その際に、事後調査の実施に伴う環境への影

響を回避し、又は低減するため、できる限り環境への影響が小さい手法を選定

することとされている。 

 

（２）長野県 

長野県は風力発電所を環境影響評価条例で対象事業としているうえに、手続

きに関するガイドライン（「風力発電施設の建設に関する手続のガイドライン」）

も制定している。 

長野県環境影響評価条例において風力発電所が対象となるのは、風力を原動

力とする発電用のものの設置（出力が 10,000kW 以上である風力発電所を設ける

ものに限る。）の事業及び風力発電所の規模の変更の事業（出力が 10,000kW

以上である発電設備の新設を伴うものに限る。）である。 

環境影響評価の項目は、工事時、供用時とも騒音と低周波音を選定している。
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環境影響評価が適切に行われるように技術指針を定めているが、さらに技術指

針の具体的な解説として、技術指針マニュアルを策定している。 

調査手法は、対象事業実施区域及びその周辺区域の環境を把握し、予測及び

評価に必要な情報を得るために調査を行うものとし、騒音については地方公共

団体の既存文献等、聞き取り又は現地調査によること、低周波音は既存文献等

又は聞き取りにより、低周波音の状況を把握し、必要に応じて現地調査により

確認する方法等によるものとされている。 

予測手法は、環境影響の内容及び程度を把握し、環境の保全のための措置の

検討に必要な情報を得るために行うものとし、騒音は対象事業による騒音レベ

ルの変化量を把握し、物理計算式等によること、低周波音は対象事業による状

況の変化を把握し、類似例又は経験則等によるものとされている。 

評価手法は、実行可能な範囲内で、環境に対する影響の緩和についてできる

限り配慮されているか検討するものとされており、騒音に関しては影響緩和の

観点から、回避・最小化・修正・低減を図る影響の明確化と目標等との整合の

検討等を行うこととしている。また、低周波音については「低周波音問題対応

の手引書」を基本とし、心身に係る影響は低周波音レベル（G 特性）および 1/3
オクターブバンド音圧レベルとし、物的現象の場合は 1/3 オクターブバンド音

圧レベル（平坦特性）により行い、回避・最小化・修正・低減を図る影響の明

確化と目標等との整合を検討することとしている。 

事後調査は、予測の不確実性の程度が大きい選定項目について保全対策を講 
ずる場合等に、予測及び評価の検証を行うことにより、適切な保全対策を講ず

ることを目的とし、評価書に記載した事後調査計画に基づき行うこととしてい

る。 

 

（３）岐阜県 

岐阜県環境影響評価条例では風力発電所を電気工作物の建設に係る事業でな

く、建築基準法の建築物（都市計画法に規定する商業地域に建築するものを除

く。）の建築若しくは建築基準法施行令の工作物（商業地域に建設するものを

除く）の建設として対象事業としている。規模要件は工作物等の高さで、接す

る地盤からの高さが 50m 以上のものとされている。 

環境影響評価の項目に騒音は選定されているが低周波音はない。 

調査手法は、地域環境の概況及び環境影響要因を踏まえて、対象事業の実施

により影響が及ぶ恐れのある項目ごとに調査等の方法を選定し、調査方法は、
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既存の文献又は資料により調査するとともに、現地調査を実施するものとされ

ている。 

予測手法は、対象事業の実施が環境に及ぼす影響の内容及び程度について、

科学的知見に基づきできる限り定量的に行うものとし、騒音発生源の特性、地

域環境の特性等を考慮して、騒音伝搬モデルによる数値計算、既存事例の引用

又は解析等によるものとされている。 

評価手法は、環境保全対策についての複数案の比較検討、実行可能なより良

い技術が取り入れられているか否かについて検討すること等により、対象事業

の実施による環境への影響が回避され、又は低減されているか否かについて評

価し、環境基準等が示されている場合は、当該基準等と予測結果との整合性が

図られているか否かについて検討することとしている。 

事後調査は、予測の不確実性が大きい場合又は効果に係る知見が不十分な環

境保全対策を講ずる場合において、工事中及び供用後の環境の状況を把握する

ことを目的とし、環境影響評価の結果との比較検討により行うこととされてい

る。 

 

（４）滋賀県 

滋賀県環境影響評価条例の対象となる風力発電所の要件は、出力が 1,500kW

以上の発電施設を設ける風力発電所の設置及び変更（新設を伴う）の工事事業

である。 

環境影響評価の項目には、工事時と供用時とも騒音及び低周波空気振動を選

定している。 

調査手法は、騒音、低周波空気振動とも、国、県または関係市町が有してい

る公開文献、その他の資料の入手、専門家からの科学的知見の聴取、現地調査

その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、および解析

するものとされている。 

予測手法は、環境の状況の変化または環境への負荷の量を、理論に基づく計

算、模型による実験、事例の引用または解析その他の手法により、定量的に把

握する手法とし、騒音は音の伝搬理論に基づく予測式による計算により、低周

波空気振動は音圧レベルの予測式を用いた計算または事例の引用もしくは解析

するものとされている。 

評価手法は、調査および予測の結果ならびに環境保全措置の検討を行った場

合においてはその結果を踏まえ、騒音、低周波空気振動とも、環境影響が実行
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可能な範囲内でできる限り回避されまたは低減されているか、基準または目標

と調査および予測の結果との間に整合が図られているかを検討するものとされ

ている。 

事後調査は、予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置

を講ずる場合等において、工事および供用後の環境の状況を把握することを目

的とし、事後調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討によることとされ

ている。その際に、事後調査の実施あたっては、環境影響を回避し、または低

減するため、できる限り環境影響が小さい手法を選定することとしている。 

 

（５）三重県 

三重県の環境影響評価条例では風力発電所を電気工作物の設置又は変更の事

業としてではなく、工場又は事業場の新設又は増設の事業での対象としており、

規模要件も発電出力でなく敷地面積 20ha 以上（特別地域においては 10ha 以上）

となっている。 

環境影響評価の項目としては、騒音、低周波空気振動が工事時及び供用時と

も選定されている。 

調査手法は、両項目とも現地調査及び文献その他の資料による情報の収集並

びに当該情報の整理及び解析するものとされている。 

予測手法は、環境の状況の変化又は環境への負荷の量を、理論に基づく計算、

模型による実験、事例の引用又は解析その他の方法により、定量的に把握する

手法（定量的な把握が困難な場合にあっては、定性的に把握する手法）とする

ものとされている。騒音の予測は音の伝搬理論に基づく予測式による理論計算

又は事例の引用若しくは解析とし、低周波空気振動は音庄レベルを予測するた

めの式を用いた理論計算又は事例の引用若しくは解析するものとされている。 

評価手法は、騒音及び低周波空気振動とも、環境要素に及ぶ恐れがある環境

影響が、事業者により実行可能な範囲内でできる限り回避され又は低減され、

必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされてい

るか。環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は

目標と調査及び予測の結果との問に整合が図られているかどうかを検討するも

のとされている。 

事後調査は、選定項目に係る予測及び環境保全措置の効果の不確実性の程

度、環境影響の程度、事業特性及び地域特性を考慮して、対象事業に係る工事

の実施中及び土地又は工作物の供用開始後の環境の状況を把握するために行う
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こととされている。 

 

（６）兵庫県 

兵庫県環境影響評価条例における風力発電所の規模要件は、出力が 1,500kW

以上の発電施設を設ける風力発電所の新設及び増設（当該風力発電所の出力が

1,500kW 以上増加することとなるもの）事業である。ただし、環境の保全と創

造について特に配慮すべき地域を含む地域では 500kW 以上で対象となるものと

されている。 

兵庫県では、環境影響評価条例とは別に、公害防止の観点から、「環境の保

全と創造に関する条例」において、出力 20kW 以上の風力発電施設を規制条例の

対象施設として騒音の規制を行っている。それにより当然のこととして規制基

準が設定されている。ただし、風力発電設備からの騒音により周辺の生活環境

が損なわれない時には、規制が適用されないものとされている。環境影響評価

の項目には騒音は選定されているが低周波音は選定されていない。 

調査手法は、予測及び評価を行う環境項目のうち、現況調査を行う必要があ

る項目を選定し、原則として現地調査によるものとし、「騒音に係る環境基準

について」、｢航空機騒音に係る環境基準について」、「新幹線騒音に係る環境

基準について」に準拠して行うものとされている。 

予測手法は、騒音伝搬モデルによる数値計算、類似事例の調査若しくは既存

事例の引用又は解析とされている。 

評価手法は、環境基準、規制基準等の判断条件、現況調査結果等を基本とし

て、事業概要、地域環境の特性等を考慮し、環境要素又は項目ごとに環境保全

目標値を設定し、予測結果との整合を検討するものとされている。 

事後調査は、対象事業等の実施等の状況及び環境保全措置の実施状況、予測

及び評価を行った環境要素のうち特に事後監視調査が必要と考えられるもの及

び影響が考えられるとした環境要素のうち予測及び評価を行わなかったもの

で、特に事後監視調査が必要と考えられるものを調査項目とした事後監視調査

計画に基づき実施することとされている。 

 

（７）岡山県 

岡山県環境影響評価等に関する条例における風力発電所の規模要件は、出力

が 1,500kW 以上の風力発電所の設置及び変更の工事の事業である。同条例には、

技術指針、技術指針解説、環境要素別に環境影響評価の実施に関する参考資料
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が示されている。環境影響評価項目には騒音と低周波空気振動が工事時及び供

用時に選定されている。 

調査手法は、文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情

報の整理及び解析するものとされている。騒音の調査方法は騒音に係る環境基

準に規定する騒音の測定の方法等により、低周波空気振動については、JIS に

規定される騒音測定の方法等によるものとされている。 

予測手法は、騒音については音の伝搬理論に基づく予測式による計算、模型

実験又は事例の引用又は解析とし、低周波空気振動については振動の伝搬理論

に基づく予測式による計算、模型実験又は事例の引用又は解析によるものとさ

れている。 

評価手法は、環境要素に及ぶおそれがある影響が実行可能な範囲内でできる

限り回避又は低減されているか、基準又は目標が設定されている場合には調査

及び予測の結果との間に整合が図られているか評価するものとされている。特

に低周波空気振動についての評価指標については、現段階で確定されたもので

はないので、「大部分の地域住民が日常生活において支障がない程度」を基本

とし、既存の科学的知見から選択することとしている。 

事後調査は対象事業の実施以降において、将来判明すべき環境の状況を把握

するための調査を行い、及び当該環境の状況に応じた適切な環境の保全のため

の措置を講ずるためとし、環境管理に当たっては、当該対象事業について、評

価書に記載された環境管理についての計画に定めるところに従って行うことと

している。 

 

（８）長崎県 

長崎県環境影響評価条例における風力発電所の規模要件は、出力が 15,000kW

又は風車が 10 台以上の風力発電所の設置及び変更の工事の事業である。 

環境影響評価項目には工事時及び供用時の騒音と工事時の低周波音が選定さ

れている。 

調査手法は、国、県又は市町村が有する文献その他の資料の入手、専門家か

らの科学的知見の聴取、現地調査その他の方法により調査すべき情報を収集し、

その結果を整理し、及び解析する方法によるものとされている。騒音の調査は

「騒音に係る環境基準について」等各環境基準、騒音規制法における工場、特

定建設作業の基準、在来鉄道指針及び小規模飛行場指針に定める方法とされて

いる。低周波音の現地調査は、低周波音を測定できる測定器及び周波数分析器
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を用いる方法等とされている。 

予測手法は、理論に基づく計算、模型等による実験、事例の引用又は解析等

の手法により、定量的に行うものとし、定量的な把握が困難な場合には、定性

的に把握する方法により行うものとされている。騒音予測手法は、伝搬理論計

算式による方法（「ASJ Model 1998」(平成 11 年日本音響学会)）、理論伝搬式

等、経験的回帰式による方法、類似事例から推定する方法及びその他適切な方

法から適切なものを選択し、又は組み合わせることとされている。低周波音の

予測手法は、類似事例から推定する方法、経験的回帰式による方法、伝搬理論

計算式による方法及びその他適切な方法から適切なものを選択し、又は組み合

わせることとされている。 

評価手法は、評価項目に係る環境要素に及ぶ恐れがある影響が、実行可能な

範囲内でできる限り回避され又は低減されているか、基準又は目標が示されて

いる場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られ

ているかどうかを検討するものとされている。 

事後調査は、予測の不確実性の程度が大きい評価項目について環境保全措置

を講ずることとする場合又は効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる

こととする場合において、環境影響の程度が著しいものとなる恐れがあるとき

は対象事業に係る工事中及び供用開始後の環境の状況を把握するための調査を

行うこととされている。 

 

（９）神奈川県川崎市 

川崎市環境影響評価条例における風力発電所の規模要件は、出力が 50,000kW

以上の発電所の設置及び変更（新設を伴うもの）の工事の事業である。 

環境影響評価項目には工事時及び供用時とも騒音と低周波音が選定されてい

る。 

調査手法は、最新の既存資料の整理・解析又は現地調査の方法によることと

し、現地調査を行う場合には、公的機関が定めた方法又は一般的に用いられて

いる精度の高い方法を採用するものとされている。騒音調査における既存資料

の整理・解析は「環境局事業概要（公害編）」（川崎市）等の最新版を活用し、

現地調査は、環境騒音、特定騒音（工場・事業場、道路交通騒音、建設作業騒

音、鉄道・軌道又はモノレールの騒音、航空機騒音）を調査することとしてい

る。低周波音調査における既存資料の整理・解析は「環境局事業概要（公害編）」

（川崎市）等の最新版を活用し、現地調査は「低周波音の測定方法に関するマ
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ニュアル」に定める測定方法に準拠することとしている。 

予測手法は、騒音、低周波音とも、対象事業の種類及び規模、地形及び工作

物の状況を考慮して、下記に示す方法のうちから適切なものを選択するか、又

は組み合わせて行うものとしている。なお、予測にあたっては、予測の適用範

囲、予測に用いた諸量の数値、予測計算の過程などを明確にするものとされて

いる。 

①伝搬理論計算式による方法 

②経験的回帰式による方法 

③模型実験による方法 

④現地実験による方法 

⑤類似事例から推定する方法 

⑥その他適切な方法 

評価手法は、騒音、低周波音とも、状況調査及び予測の結果に基づき、実行

可能な範囲で環境影響が回避し、又は低減されているか否かによることとし、

併せて環境の保全等に係る基準又は目標等がある場合にはこれらとの整合に努

めるものとされている。 

事後調査は、工事中及び供用後の環境の状況等について調査を実施し、予測

評価結果の検証を行うことにより、必要に応じて追加の環境保全対策を適切に

講ずるとともに、事業者自らによる環境影響評価結果に基づく適正な事業実施、

市による適切な指導及び今後の予測評価技術の向上に資することを目的として

いる。騒音に関する事後調査は、対象事業の実施に起因する騒音とその他の騒

音を区別できる方法を検討するとともに、音源の稼働状況等の調査も併せて行

う。低周波音に関する事後調査は、対象事業の実施に起因する低周波音とその

他の低周波音を区別できる方法を検討するとともに、気象、音源の稼働状況等

の調査もあわせて行うこととしている。 

 

（１０）愛知県名古屋市 

名古屋市環境影響評価条例における風力発電所の規模要件は、出力が

50,000kW 以上の風力発電所の設置及び変更（新設を伴うもの）の工事の事業で

ある。 

環境影響評価項目には工事時及び供用時とも騒音と低周波音が選定されてい

る。 

調査手法は、予測及び評価を行うために必要な程度において、環境影響評価
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の項目に係る環境要素の状況に関する情報を得ることを目的とし、文献その他

の資料の収集、現地調査等による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析に

より行うものとされている。調査・分析方法等について法令等に定めがあると

きはその手法に準拠し、調査方法の選定に当たっては、調査の実施そのものに

伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、可能な限り環境への影響が小

さい調査の方法を選定するものとされている。騒音の調査は、名古屋市等の調

査結果の整理及び解析、現地調査については環境基準等に定める方法等による

こととし、低周波音の調査方法は、「低周波音の測定方法に関するマニュアル」

に定める方法、その他適切な方法によるものとされている。 

予測手法は、工事中及び存在・供用時における環境の状況の変化又は環境へ

の負荷の量を把握することとし、理論に基づく計算、模型等による実験、事例

の引用又は解析その他の手法により、定量的に把握することを基本とし、定量

的に把握することが困難な場合は定性的に把握する方法によるものとされてい

る。騒音の予測は、事業特性、地形・地物の状況等を勘案し、数理解析モデル

（日本音響学会式、伝搬理論式等）、模型実験、類似事例からの推計、その他

適切な手法によるものとされている。低周波音の予測は、事業特性、地形・地

物の状況等を勘案し、数理解析モデル（伝搬理論式等）、模型実験、類似事例

からの推計、その他適切な手法による推計によるものとされている。 

評価手法は、対象事業による環境影響の回避・低減が図られているか、国又

は名古屋市等による環境保全施策との整合が図られているかを評価することと

されている。騒音の評価は、対象事業による影響をどのように回避し、又は低

減するのか、事業者の見解を示すこと及び騒音に係る環境基準等と対比による

ものとされている。低周波音の評価は、対象事業による影響をどのように回避

し、又は低減するのか、事業者の見解を示すこととしている。 

事後調査は、対象事業に係る工事中及び存在・供用時において、対象事業の

実施により環境影響評価の項目に係る環境要素に及ぼす影響の程度について把

握し、予測及び評価並びに環境保全措置の妥当性を検証することを目的とする

こととしている。 

 

（１１）新潟市 

新潟市環境保全条例における風力発電所の規模要件は、出力が 10,000kW 以上

の風力発電所の設置及び変更（新設を伴うもの）の工事の事業である。ただし、

特別配慮地域においては、出力が 6,000kW 以上の風力発電所の設置及び変更（新
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設を伴うもの）の工事の事業である。新潟市では風力発電設備を環境影響評価

条例の対象事業としているが、新潟県では対象事業としていない。 

環境影響評価項目には工事時に騒音、供用時に騒音と低周波音が選定されて

いる。 

調査手法は、対象事業に係る環境影響評価の調査の手法を選定するに当たっ

て、技術指針に定める参考手法によるほか、技術指針に定める調査の手法に関

する事項について、適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選

定項目の特性、事業特性及び地域特性を踏まえ、当該選定項目に係る予測及び

評価において必要とされる水準が確保されるよう選定するものとされている。

騒音の調査は、文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情

報の整理及び解析によるものとし、低周波音の調査は、文献その他の資料及び

現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析によるものとされて

いる。 

予測手法は、技術指針に定める参考手法によるほか，選定項目に係る環境要

素に及ぶ恐れがある環境影響の程度を把握する手法として，当該選定項目の特

性，事業特性及び地域特性を踏まえ，当該選定項目に係る評価において必要と

される水準が確保されるよう選定するものとされている。騒音の予測は、音の

伝搬理論に基づく予測式による計算により、低周波音の予測は、事例の引用又

は解析によるものとされている。 

評価手法は、環境要素に及ぶおそれがある環境影響が，実行可能な範囲内で

できる限り回避され又は低減されているか、基準又は目標が示されている場合

は，当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかを

検討するものとされている。騒音及び低周波音の評価は、評価の指針環境への

影響を最小限にとどめるよう環境保全について配慮されているか検討し、評価

項目ごとに現況調査及び予測の結果に基づき，評価手法の基本的な考え方に照

らして評価することとされている。 

事後調査は、次の場合に行うこととされている。 

①予測の不確実性の程度が大きい選定項目について環境保全措置を講ずるこ

ととする場合 

②効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずることとする場合 

③工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境保全措置の内

容をより詳細なものにする場合 

④代償措置を講ずる場合であって，当該代償措置による効果の不確実性の程
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度及び当該代償措置に係る知見の充実の程度を踏まえ，事後調査が必要で

あると認められる場合 

⑤環境要素に係る環境影響を受けやすい地域において事業を実施する場合 

⑥環境要素に係る環境の保全を目的として法令等により指定された地域にお

いて事業を実施する場合 

⑦環境要素に係る環境が既に著しく悪化し，又は著しく悪化する恐れがある

地域において事業を実施する場合により、環境影響の程度が著しいものと

なる恐れがある時 

なお、事後調査の項目及び手法の選定に当たっては，事後調査の実施に伴う

環境への影響をできる限り回避し，又は低減するため，可能な限り環境への影

響が小さい手法を選定することなどが示されている。 

 

次に、地方公共団体における風力発電事業に関するガイドライン等の制定状

況についても条例と前述同様に情報を収集し整理した。 

地方公共団体においては、事業者が風力発電の事業を実施するにあたり、生

活環境、自然環境及び景観等の保全の観点から、事業者が自主的に遵守すべき

事項や調整手順を明らかにすること等により地域との調和を図り、風力発電事

業の導入促進と地域の振興を図ること等を目的としてガイドラインを制定して

いるところがある。 

ガイドラインにおける環境への配慮要素は生活環境、自然環境、景観等が掲

げられており、生活環境に関しては騒音、低周波音、電波障害等を対象として

いる団体が多い。また、ガイドラインを制定している団体の多くは、風力発電

事業が環境影響評価条例の対象事業でないか、もしくは条例を制定していない

場合である。ただし、長野県は風力発電所の設置及び変更を環境影響評価条例

の対象としているが、ガイドラインも制定している。 

次に、地方公共団体における風力発電事業のガイドラインの概要を示すとと

もに表 3.1.2 に整理した。 

 

（１）静岡県 

静岡県では、しずおか新エネルギー等導入戦略プランに定める新エネルギー

の導入を促進するため、事業者が、静岡県内に風力発電施設を設置するに当た

り、生活環境、自然環境及び景観の保全の観点から自主的に遵守すべき事項や

調整手順を明らかにすることにより、環境への影響を未然に防止することを目
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的として「静岡県風力発電施設等の建設に関するガイドライン」を制定してい

る。 

ガイドラインの対象となる要件事業は、風力発電施設及び施設建設に伴う送

電線等の付帯設備の新設又は増設で、出力規模の合計が 10,000kW 以上としてい

る。 

建設に関する基準は、住宅等からの距離、騒音、低周波音など 8 項目が定め

られている。 

ガイドラインによる調整手順は、事業立案時に住民及び県に概要説明を行い、

環境影響評価は NEDO の「風力発電のための環境影響評価マニュアル」（以下、

「NEDO マニュアル」という）に基づき実施し、その結果を市民に説明し同意を

得ることとしている。 

施設稼働後は事後調査を実施し、その結果を市民及び県へ説明し意見を求め、

意見等に関しては改善措置を講ずることとされている。 

 

（２）長野県 

長野県は環境影響評価条例とは別に、事業者が中型及び大型風力発電所を建

設する際に、事業化に向けた手順のモデルを示すとともに、住民や関係市町村

長が計画について独自に判断する手順のガイドラインとして活用することを目

的として「長野県の風力発電の建設に関するガイドライン」を制定している。 

ガイドラインの対象となる要件は、定格出力 50kW 以上、ハブ高さ 25ｍ以上

または風車直径 15ｍ以上としている。ちなみに、条例対象の要件は 10,000kW

以上風力発電所である。 

ガイドラインには、建設に関する基準は盛り込まれておらず、手続き手法を

定めている。環境への配慮は景観と鳥類に限定されている。事業者は計画段階

において事業概要書を作成し、県や市町村に提出するとともに住民に説明し同

意を得ることとされている。 

 

（３）鳥取県 

鳥取県は風力発電所の立地に際して、事業者に候補地における土地利用、景

観、騒音及び生態系の各種の自然的社会的条件を示すことにより、周辺地域と

の調和を図ることを目的に「風力発電施設建設ガイドライン」を制定している。 

ガイドラインの対象となる風力発電施設は、風車、変圧器、送電線、輸送道

路等の付帯設備の新設、増設、移設や大規模改修で、対象となる規模は、一団
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の施設としての総出力が 500kW 以上としている。 

建設に関する基準は、建設地域の制限、騒音レベルなど 6 項目が定められて

いる。騒音等の環境要素に及ぼす影響の検討や評価については、「風力発電導

入ガイドブック（新エネルギー・産業技術総合開発機構作成）」、「風力開発

における環境影響評価手法調査」、「NEDO マニュアル」及び「鳥取県環境影響

評価技術指針」を参照するよう示されている。 

ガイドラインによる調整手順で、事業者は計画段階で県関係課と協議し、住

民への説明は基本設計終了時、工事着工前、工事完了後等適切な時期に行うこ

ととしている。風力発電施設の供用後には事後調査を実施し、課題等がある場

合には住民へ周知し、適切な措置をとり県に報告することとされている。 

 

（４）島根県 

島根県は、事業者が行う風力発電所建設事業について、事業者が自主的に行

う環境影響評価手続きが円滑に進行することを助け、地域特性に配慮した適切

な環境配慮が効果的に行われることにより、豊かな環境を守りはぐくみ、持続

的に発展する島根をつくることに寄与することを目的として、「島根県風力発

電所環境配慮指針」を制定している。 

同指針の対象となる要件は、総出力が 10,000kW 以上の施設を建設する事業と

している。 

建設に関する基準等は本指針独自には定められていない。 

指針による調整の手順は、NEDO マニュアル及び猛禽類保護の進め方（環境庁

自然保護局野生生物課編）によることとしている。しかし、NEDO マニュアルで

は知事、市町村長の意見を聞く手続きがなく、地域の意見が建設に反映されな

い懸念が生じたため、知事意見を述べる仕組みを同指針に盛込んでいる。 

 

（５）稚内市（北海道） 

稚内市は、事業者が風力発電所の建設にあたり、環境保全、景観形成の視点

から自主的に遵守すべき事項として「稚内市風力発電施設建設ガイドライン」

を制定している。 

ガイドラインの対象となる要件は、風力発電施設及び送電線等の付帯設備等

の建設事業で、発電規模が 100kW もしくは風車の高さが 39ｍを超えるものとし

ている。 

建設に関する基準は、市域を各種法規制や環境保全の程度により次のように
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区分している。 

①  法規制により建設が困難な場所 
②  自然保護等から建設が好ましくない場所 
③  建設にあたって調整を要する場所 
④  制限指定のないところ 

④の制限指定のないところについては、風力発電所から民家までの距離（2km）

により基準が異なっている。2 ㎞以内に民家が存在しない場合には、電波障害、

動植物への影響の回避、住民合意形成等であるが、2 ㎞以内に民家が存在する

場合には、上記に加えて、民家から 500ｍの距離の確保、騒音の現況非悪化も

しくは環境基準値遵守が追加されている。 

ガイドラインによる調整手順は、建設前の騒音調査など 6 項目の事前調査の

実施、建設スケジュールや発生騒音の予測など事業計画事業説明会の実施、供

用開始後の騒音調査など障害発生が予測された項目の事後調査結果を稚内市へ

報告を行うこととされている。 

 

（６）山形県酒田市 

酒田市は事業者が風力発電の施設を建設するにあたり、環境面及び景観面の

調和をとれたものにするため、事業者が配慮すべき基準を示し、関係法令など

の事前協議を行うことを目的として「酒田市風力発電施設建設ガイドライン」

を制定している。 

ガイドラインの対象となる要件は、風力発電の施設及び施設建設に伴う付帯

設備の新設、増設若しくは大規模な改修で、発電規模が 100kW もしくは高さ 35

ｍを超えるものとしている。 

建設に関する基準は、住宅等との 200ｍ以上の距離の確保（ただし、風車の

最高部の高さが 100m を超える場合は、住宅との距離は高さの 2 倍とする。）、

騒音は環境基準値内であることなど 5 項目が定められている。さらに施設立地

に関して環境保全等の見地から、市域を次のように区分している。 

①建設に関する基準（ガイドライン）を遵守して、調整手順を踏んで建設が

可能な区域 

②建設にあたって調整を要する区域 

③建設が好ましくない区域 

調整手順は、住民説明会などの状況や、関係法令に基づく協議状況を随時市

に報告し、工事完了後についてもガイドラインに基づき騒音や電波障害につい
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て事後調査を行い、結果を市に報告することとされている。 

 

（７）山形県遊佐町 

遊佐町は風力発電所の事業の実施にあたり、事業者が環境保全、景観への配

慮や地域住民との調整等、自主的に遵守すべき事項や調整手順を明らかにし、

風力発電の導入の促進と地域の振興を図ることを目的に「遊佐町風力発電施設

建設ガイドライン」を制定している。 

ガイドラインの対象となる要件は、風力発電施設及び施設建設に伴う付帯設

備の新設、増設若しくは大規模な改修で、発電規模が 100kW 若しくは高さ 35ｍ

を超えるものとしている。 

建設に関する基準等は、住宅等との 300ｍ以上の距離の確保、騒音は環境基

準値内であること、低周波音は「低周波音問題対応の手引書」の参照値未満と

なるよう配慮するなど 8 項目が定められている。さらに、各種法的規制や環境

保全等により市域を建設が可能な区域、建設が好ましくない区域に区分してい

る。 

ガイドラインによる調整手順は、建設する際の基準を遵守のうえ、NEDO マニ

ュアルに基づき環境影響評価を行い、その結果を住民等へ説明するとともに、

町へ報告することとされている。工事終了後は、ガイドラインの基準について

事後調査を行い、影響が回避できない場合は町と協議して改善の必要な措置を

講じ、影響が甚大で復元が困難として、計画の変更等が求められた場合は必要

な措置をとり、さらに建設後に紛争が発生した場合は適切に対処し、町に報告

することとされている。 

 

（８）静岡県浜松市 

浜松市は風力発電の施設及び施設建設に伴う送電線等の付帯設備の建設を行

う事業者が遵守すべき事項や調整手順を明らかにすることにより、環境の保全

と風力発電施設等の建設促進との両立を図ることを目的として「浜松市風力発

電施設に関するガイドライン」を制定している。 

ガイドラインの対象となる要件は、風力発電所の新設、増設又は大規模改修

で、発電規模が 100kW 以上の風力発電所としている。ガイドラインの対象地域

は市内全域とし、法令等の規制、自然環境等の保全、生活環境の確保等により

区域を 

① 法令等の規制により建設等ができない区域 
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② 法令等の許可を得て調整により建設等が可能な区域 

③ 調整により建設等が可能な区域 

に区分している。また市域以外の事業においても、浜松市に影響を及ぼす場合

にはガイドラインを適用することとしている。 

建設に関する基準は、住宅等との距離、騒音、低周波音など 10 項目が定めら

れており、住宅等との距離は、風車最高点の 2 倍の長さ以上で、その距離が 300

ｍ未満の場合には 300ｍ以上となっている。騒音については、最寄りの住宅等

において環境基準値を超えないものとされている。低周波音については、住宅

等において、「低周波音問題対応の手引書」の低周波音による物的及び心身に

係る苦情に関する参照値を超えないものとなっている。 

ガイドラインによる調整手順は、事業者は環境影響評価の手続きに先立ち、

市及び住民等に事業区域、規模の概要について事前説明を行うこととされてい

る。環境影響評価の手法は NEDO マニュアルに基づいて実施し、事業者は環境影

響評価書等を作成し公表するとともに、住民等への説明会を開催し、同意を得

ることとしている。建設時や施設稼働時には環境への影響調査を実施し、影響

が認められた場合には改善のための措置をとり、さらに紛争が生じた場合には

適切に対応をとることとされている。 

 

（９）静岡県掛川市 

掛川市は、風力発電所を設置する事業者が、生活環境及び自然環境の保全等

の視点から自主的に遵守すべき事項を定め、風力エネルギーの利用の拡大に資

することを目的として「掛川市風力発電施設設置ガイドライン」を制定してい

る。 

ガイドラインの対象となる要件は、発電規模が 100kW 以上の風力発電所及び

送電線等の付帯設備の新設、増設又は大規模な改修とされている。 

建設に関する基準は、騒音が民家において環境基準内であること、既設の風

力発電との調整、近隣住民等との合意など 6 項目が示されている。 

ガイドラインによる調整手順は、事前調査、事前説明、市との協議、設置後

の調査、維持管理及び障害発生時に対応することとなっている。事前調査につ

いては、施設の稼働等に伴う影響を把握するために、設置前の騒音状況、設置

後の騒音発生予測など 6 項目が示されている。事前説明については、近接住民

等に対して、設置計画、騒音発生予測などを説明することとされている。設置

後の調査は影響が生じると予測された事項に関して調査するとともに、障害が
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発生した時は誠意をもって対応をとることとされている。 

 

（１０）愛知県豊橋市 

豊橋市は、風力発電施設の建設を行おうとする者に対し、関係法令による規

制のほか、自主的に遵守すべき基準や調整手順等を明らかにすることにより、

風力発電による新エネルギー利用の促進と環境及び景観等の保全との両立を図

ることを目的に「豊橋市風力発電施設等の建設に関するガイドライン」を制定

している。 

ガイドラインの対象となる要件は、1 基あたりの定格出力が 100 kW 以上の発

電施設及び送電線等の付帯設備の新築、増築、又は改築としている。 

建設に関する基準等は、住宅等との 200ｍ以上の距離の確保、騒音が最寄り

の住宅等において環境基準を超えないこと、低周波音が住宅等において「低周

波音問題対応の手引書」の参照値を超えないこと、振動が敷地境界において振

動規制法に基づく基準値を超えないことなど 10 項目が示されている。 

ガイドラインによる調整手順は、建設前には市等と法規制に係る協議、環境

影響評価の実施、住民等への事業概要及び環境影響評価の結果説明を行うこと

とされている。環境影響評価は NEDO マニュアルに基づくこととされている。ま

た、建設後には、建設の基準について事後調査を行い、環境影響が認められた

場合には改善の措置を講じ、騒音等の障害が発生した時には対応をとることと

されている。 

 

（１１）宮崎県西都市 

西都市は、風力発電施設等の建設等を行う事業者が法規制を踏まえつつ、環

境と景観の保全及び住民生活への影響の観点から自主的に遵守すべき事項や調

整手順を明らかにすることにより、風力発電の導入の促進と地域の振興との両

立が図られることを目的として、「西都市風力発電施設等の建設等に関するガ

イドライン」を制定している。 

ガイドラインの対象となる要件は、発電規模が 100kW 以上の風力発電の施設

及び施設建設に伴う送電線等の付帯設備についての新設、増設又は大規模な改

修としている。 

建設に関する基準等は、住宅等との 200ｍ以上の距離の確保、騒音が最寄り

の住宅において環境基準の類型 B の基準値を超えないこと、ただし、文教施設

等においては類型 AA の基準を超えないこと、低周波音については住宅等におい
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て、「低周波音問題対応の手引書」の参照値を超えないことなど、10 項目が示

されている。 

ガイドラインによる調整手順は、建設前に、事業者が市と風力発電事業に関

する協定を締結し、市の関係課等と協議を行い、環境影響評価終了後に住民へ

環境影響評価書による説明会を開催し、関係自治会の同意を書面で得ることと

されている。環境影響評価は NEDO マニュアルに定める方法に基づくこととされ

ている。建設後は、工事完了後に建設等に関する基準指標の調査を行い、影響

が認められた場合には改善のための措置を講じ、紛争が発生した場合には適切

な対応をとることとされている。 
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表3.1.1　地方公共団体における環境影響評価の状況（１）

福島県 長野県 岐阜県 滋賀県 三重県 兵庫県 岡山県 長崎県 川崎市 名古屋市 新潟市

第1種事業

　出力が10,000kW以上又は風車が15台
以上である風力発電所の設置・変更　の
工事の事業

　出力が10,000kW以上である風力発電所
を設けるものに限る（新設、変更とも同規
模）

高層工作物又は高層建築物の建設事業
地盤からの高さが50ｍ以上のもの

　出力が1,500kW以上
　（風力発電所の設置・変更の工事の事
業）

工場または事業場の新設又は増設事業
敷地面積20ha以上

特別地域内
敷地面積が10ha以上

・出力が1,500kW以上（風力発電所の設置
の工事の事業）
・特別地域
　 500kw以上の新設、増設

　出力が1,500kW以上である風力発電所
の設置・変更の工事の事業

出力が15,000kW以上又は風車が10台以
上で、風力発電所の設置・変更の工事の
事業

電気工作物の出力が100,000kW以上
（風力発電設備の限定なし）

出力50,000kW以上
（風力発電設備の限定なし）

出力が10,000kW以上であるの

第2種事業

　出力が7,000kW以上10,000kW未満又は
風車が10台以上14台以下である風力発
電所の設置・変更の工事の事業

電気工作物の出力が50,000kW以上
100,000kW未満
（風力発電設備の限定なし）

出力が6,000kW以上であるもの

○騒音（工事・供用）

○低周波音（供用）

○騒音（工事・供用）

○低周波音（工事・供用）

○騒音 ○騒音（工事・供用）

○低周波空気振動（工事・供用）

○騒音（工事・供用）

○低周波空気振動（工事・供用）

○騒音（工事・供用） ○騒音（工事・供用）

○低周波空気振動（工事・供用）

○騒音（工事・供用）

○低周波音（工事）

○騒音（工事・供用）
建設工事、工場等の稼働、車両の走行、
航空機の運航等に伴う騒音に係る影響

○低周波音（工事・供用）
建設工事、工場等の稼働に伴う低周波音
に係る影響

○騒音（工事・供用）

○低周波音（工事・供用）

○騒音（工事・供用）

○低周波音（供用）

○騒音
　騒音の状況
（一般環境騒音，道路交通騒音，建設作
業騒音，工場・事業場騒音，航空機騒
音，鉄道・軌道騒音等）

○低周波音
　低周波音の状況

○騒音
　対象事業実施区域及びその周辺区域に
おける騒音レベルについて把握する。

○低周波空気振動
　対象事業実施区域及びその周辺区域に
おける低周波音の状況について把握す
る。

○騒音レベルの現状を調査し、環境基準
の達成状況等について整理する。

○騒音
　騒音の状況

○低周波空気振動
　音圧レベルの状況

○騒音の状況
　・環境騒音
　・道路交通騒音

○低周波空気振動の状況
　・音圧レベル
　・周波数特性

○騒音レベル
　（一般環境騒音、道路交通騒音、航空
機騒音、鉄道騒音）

○騒音
・騒音の状況
　環境騒音、特定騒音にうち予測及び評
価を行うために必要な騒音レベルの状況
を調査

○低周波空気振動
・低周波空気振動の状況
　問題を生じ易い地点の低周波空気振動
の音圧レベル及び1/3オクターブバンドレ
ベルを調査する。

○騒音
・騒音の状況
環境騒音及び特定騒音の騒音レベルの
状況

○低周波音
・低周波音の状況
一般環境、道路、工場、事業場、鉄道、軌
道、航空機、建設作業等の低周波音の
1/3オクターブバンド音圧レベル(中心周波
数1～80Hz)の状況

○騒音
・騒音の状況
環境騒音及び特定騒音の騒音レベルの
状況

○低周波音
・低周波音の状況
特定騒音のうち、中心周波数1～80Hzの
1/3オクターブバンド音圧レベルの状況

○騒音
騒音の状況
・環境騒音
・特定騒音

○低周波音
低周波音の状況（音圧レベル、1/3オク
ターブバンド別音圧レベル）

○騒音
　騒音の状況
　①道路交通騒音の状況
　②道路の沿道の状況
　③道路構造及び交通量

○低周波音
　①低周波音の状況
　②地形及び工作物の状況

○騒音
　文献その他の資料及び現地調査による
情報の収集並びに当該情報の整理及び
解析

○低周波音
　文献その他の資料及び現地調査による
情報の収集並びに当該情報の整理及び
解析

○騒音
　地方公共団体既存文献等、聞き取り又
は現地調査による。
　現地調査の測定方法は、「騒音に係る
環境基準について」等各環境基準、騒音
規制法における工場及び特定建設作業
に関する基準、小規模飛行場暫定指針又
は在来鉄道の指針に定める方法等とす
る。

○低周波音
　既存文献等又は聞き取りにより、低周
波音の状況を把握し、必要に応じて現地
調査により確認する方法等
　現地調査の測定方法は、「低周波音の
測定方法に関するマニュアル」に定める
方法等

○騒音
　調査方法は文献、資料及び現地調査を
実施する。
　測定方法は、「騒音に係る環境基準に
ついて」、「建設作業に伴って発生する騒
音の規制に関する基準」

○騒音
　現地調査及び文献その他の入手可能な
資料による情報の収集ならびに当該情報
の整理および解析

○低周波空気振動
　現地調査及び文献その他の入手可能な
資料による情報の収集ならびに当該情報
の整理および解析

○騒音　○低周波空気振動
現地調査及び文献その他の資料による
情報の収集並びに当該情報の整理及び
解析

○騒音
　「騒音に係る環境基準について」等各環
境基準に準拠して行うものとする。

○騒音
　文献その他の資料及び現地調査による
情報の収集並びに当該情報の整理及び
解析。現地調査の方法は、騒音に係る環
境基準に規定する騒音の測定の方法等
による。

○低周波空気振動
　文献その他の資料及び現地調査による
情報の収集並びに当該情報の整理及び
解析。この場合、低周波空気振動の状況
については、JISに規定する騒音の測定
の方法等による。

○騒音
　文献等及び現地調査による情報の収集
並びに当該情報の整理及び解析による。
　現地調査の方法は「騒音に係る環境基
準について」等各環境基準、騒音規制法
における工場、特定建設作業の基準、在
来鉄道指針及び小規模飛行場指針に定
める方法

○低周波音
　文献その他の資料及び現地調査による
情報の収集並びに当該情報の整理及び
解析による。
　現地調査は、低周波音を測定できる測
定器及び周波数分析器を用いる方法等。

○騒音　○低周波音
最新の既存資料の整理・解析又は現地調
査による。現地調査を行う場合には、公
的機関が定めた方法又は一般的に用い
られている精度の高い方法を用いる。

○騒音
名古屋市等が実施している調査結果の整
理及び解析
・「騒音に係る環境基準について」定める
方法等

○低周波音
・低周波音の測定方法に関するマニュア
ル（平成12年10月環境庁大気保全局）に
定める方法
・その他適切な方法

○騒音　○低周波音
　文献その他の資料及び現地調査による
情報の収集並びに当該情報の整理及び
解析

○騒音
　音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る
環境影響を受ける地域

○低周波音
　低周波音に係る環境影響を受ける地域

○騒音
　対象事業により騒音レベルの変化が想
定される地域とし、既存の事例又は試算
等により推定する。

○低周波音
　対象事業により低周波音による影響が
想定される地域とし、既存の事例等により
推定する。

○騒音
　騒音に係る環境影響を受ける地域

○低周波空気振動
　低周波空気振動に係る環境影響を受け
る地域

○騒音
音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る環
境影響を受ける地域及びその地域と自然
的社会的に一体と考えられる地域

○低周波空気振動
低周波空気振動の伝搬の特性を踏まえ、
低周波空気振動に係る環境影響を受ける
地域及びその地域と自然的社会的に一
体と考えられる地域

○騒音
　騒音レベルが一定程度以上変化すると
予想される地域

○騒音
　音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る
環境影響を受ける地域

○低周波空気振動
　振動の伝搬の特性を踏まえ、低周波空
気振動に係る環境影響を受ける地域

○騒音
　音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る
環境影響を受ける地域

○低周波音
　低周波音の伝搬の特性を踏まえ、低周
波音に係る環境影響を受ける地域

○騒音　○低周波音
騒音、低周波音に変化を及ぼすと想定さ
れる地域

○騒音　○低周波音
対象事業の実施により環境に一定程度
以上の影響を及ぼすおそれのある範囲を
想定し、それらを包含するとともに、地域
社会の単位（学区、町丁目界等）、道路・
鉄道等を考慮して設定する地域とする。

○騒音
　音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る
環境影響を受ける地域

○低周波音
　低周波音の伝搬の特性を踏まえて低周
波音に係る環境影響を受ける地域

○騒音
　音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る
環境影響の予測及び評価に必要な情報
を把握できる地点

○低周波音
　低周波音に係る環境影響の予測及び評
価に必要な情報を把握できる地点

○騒音
　調査地域の騒音レベルを把握できる地
点
○低周波音
　調査地域の中から低周波音に係る地域
特性を代表する地点

○騒音
　対象事業の内容、地域環境の特性等を
勘案し、騒音レベルの変化を把握できる
地点

○騒音
　騒音に係る環境影響の予測及び評価に
必要な情報を把握できる地点

○低周波空気振動
　低周波空気振動に係る環境影響の予測
及び評価に必要な情報を把握できる地点

○騒音
音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る環
境影響を予測及び評価するために必要な
情報を把握できる地点

○低周波空気振動
低周波空気振動の伝搬の特性を踏まえ、
低周波空気振動に係る環境影響を予測
及び評価するために必要な情報を把握で
きる地点

○騒音
　音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る
環境影響を予測及び評価するための情
報を把握できる地点

○低周波空気振動
　振動の伝搬の特性を踏まえ、低周波空
気振動に係る環境影響を予測及び評価
するための情報をに把握できる地点

○騒音
　音の伝搬の特性を踏まえ、予測地域に
おける騒音に係る環境影響を把握できる
地点

○低周波音
　低周波音の伝搬の特性を踏まえ、低周
波音に係る環境影響を予測及び評価する
ための情報を把握できる地点

○騒音　○低周波音
対象事業の計画内容及び土地利用の状
況、地形の状況等を考慮して設定する。

○騒音　○低周波音
調査項目の内容及び特に環境影響を受
けるおそれがある対象の状況を踏まえ、
地域を代表する地点その他の情報の収
集等に最も適切かつ効果的な地点とす
る。

○騒音
　音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る
環境影響の予測及び評価に必要な情報
を把握できる地点

○低周波音
　低周波音の伝搬の特性を踏まえて低周
波音に係る環影響の予測及び評価に必
要な情報を把握できる地点

○騒音
　騒音の発生の特性を踏まえて騒音に係
る環境影響の予測及び評価に必要な情
報を把握できる期間、時期及び時間帯

○低周波音
　低周波音に係る環境影響の予測及び評
価に必要な情報を把握できる期間、時期
及び時間帯

○騒音
　調査期間は年間を通じた騒音レベルの
実態を適切に把握できる期間
　調査時期及び時間帯は、変動等を考慮

○低周波音
　調査期間は年間を通じた低周波音の状
況を適切に把握できるよう設定
　調査時期及び時間帯は、変動等を考慮
する。

○騒音
　年間の代表的な現状を把握し得る期間
とする。
　その頻度は、騒音発生源の特性、交通
量の変動、季節、時間の区分等を勘案し
て設定する。

○騒音
　騒音に係る環境影響の予測及び評価に
必要な情報を把握できる期間、時期およ
び時間帯

○低周波空気振動
　低周波空気振動に係る環境影響の予測
及び評価に必要な情報を把握できる期
間、時期および時間帯

○騒音
音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る環
境影響を予測及び評価するために必要な
情報を年間を通じ把握できる期間、時期
及び時間帯

○低周波空気振動
低周波空気振動の伝搬の特性を踏まえ、
低周波空気振動に係る環境影響を予測
及び評価するために必要な情報を年間を
通じ把握できる期間、時期及び時間帯

○騒音
　調査期間は年間の状況を把握できる期
間とし、頻度は騒音発生源の特性､交通
量の変動､季節、時間の区分等を勘案す
る。

○騒音
　音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る
環境影響の予測及び評価の情報を把握
できる期間、時期及び時間帯

○低周波空気振動
　振動の伝搬の特性を踏まえ、低周波空
気振動に係る環境影響の予測及び評価
の情報を把握できる期間、時期及び時間
帯

○騒音
　音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る
環境影響の予測及び評価の情報を把握
できる期間、時期及び時間帯

○低周波音
　低周波音の伝搬の特性を踏まえ、低周
波音に係る環境影響の予測及び評価の
情報を把握できる期間、時期及び時間帯

○騒音　○低周波音
調査期間は、騒音・低周波音の状況を適
切に把握し得る期間
調査時間帯は、関連する環境基準、関係
法令等に定める時間の区分に照らし、騒
音・低周波音の状況を適切に把握し得る
時間帯

○騒音　○低周波音
調査項目の内容、地域特性を踏まえ、環
境の状況を適切かつ効果的に把握できる
期間等とする。

○騒音
　音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る
環境影響の予測及び評価に必要な情報
を把握できる期間，時期及び時間帯

○低周波音
　低周波音の伝搬の特性を踏まえ、低周
波音に係る環境影響の予測及び評価に
必要な情報を把握できる期間，時期及び
時間帯

調査地点

調査期間・時期

地方公共団体等

規模要件

環境影響評価の項目

調査項目

調査手法

調査地域
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表3.1.1　地方公共団体における環境影響評価の状況（２）

福島県 長野県 岐阜県 滋賀県 三重県 兵庫県 岡山県 長崎県 川崎市 名古屋市 新潟市

○騒音
　

○低周波音

○騒音
　対象事業による騒音レベル及び総合騒
音の状況

○低周波音
　対象事業による低周波音の有無及びそ
の発生の状況

○騒音
　道路交通騒音、工場・事業場騒音、建設
作業騒音等について騒音レベルを予測す
る。

○騒音

○低周波空気振動

○騒音

○低周波空気振動

○騒音
　騒音レベル
　（工場・事業場騒音、道路交通騒音、航
空機騒音、鉄道騒音、建設作業騒音）

○騒音
　騒音の変化の及ぶ地域の範囲及びそ
の程度を予測する。

○低周波空気振動
　低周波空気振動の音圧レベルとし、必
要に応じ、1/3オクターブバンドレベルも予
測する。

○騒音
　対象事業の実施により変化する騒音レ
ベルとする。

○低周波音
　対象事業の実施により変化する低周波
音の1／3オクターブバンド音圧レベルとす
る。

○騒音　○低周波音
調査項目に準ずる

○騒音
・工場・事業場騒音
・道路交通騒音
・鉄道騒音
・航空機騒音
・建設作業騒音

○低周波音
対象事業の実施による低周波音の状況
（音圧レベル、1/3オクターブバンド別音圧
レベル）

○騒音
　対象事業の実施区域周辺の構造物を
考慮した音の伝搬理論に基づく予測式に
よる計算

○低周波音
　事例の引用又は解析

○騒音
　対象事業による騒音レベルの変化量を
把握し、物理計算式等による。

○低周波音
　対象事業による状況の変化を把握し、
類似例又は経験則等による。

○騒音
　予測方法は、騒音発生源の特性、地域
環境の特性等を考慮して、騒音伝播モデ
ルによる数値計算、既存事例の引用又は
解析等とする。
　予測対象の時間帯は、環境基準の時間
区分等に配慮して設定する。

○騒音
　音の伝搬理論に基づく予測式による計
算

○低周波空気振動
　音圧レベルを予測するための式を用い
た計算または事例の引用もしくは解析

○騒音
音の伝搬理論に基づく予測式による理論
計算又は事例の引用若しくは解析

○低周波空気振動
音庄レベルを予測するための式を用いた
理論計算又は事例の引用若しくは解析

○騒音
　次に掲げる方法の中から適切なものを
選択して予測を行う。
　① 騒音伝播モデルによる数値計算
　② 類似事例の調査若しくは既存事例の
引用又は解析

○騒音
①音の伝搬理論に基づく予測式による計
算
②模型実験
③事例の引用又は解析

○低周波空気振動
①振動の伝搬理論に基づく予測式による
計算
②模型実験
③事例の引用又は解析

○騒音
①　伝搬理論計算式による方法
②　経験的回帰式による方法
③　類似事例から推定する方法
④　その他適切な方法

○低周波音
①　類似事例から推定する方法
②　経験的回帰式による方法
③　伝搬理論計算式による方法
④　その他適切な方法

○騒音　○低周波音
①　伝搬理論計算式による方法
②　経験的回帰式による方法
③　模型実験による方法
④　現地実験による方法
⑤　類似事例から推定する方法

○騒音
・数理解析モデル（日本音響学会式、伝
搬理論式等）
・模型実験
・類似事例からの推計

○低周波音
・数理解析モデル（伝搬理論式等）
・模型実験
・類似事例からの推計

○騒音
　音の伝搬理論に基づく予測式による計
算

○低周波音
　事例の引用又は解析

○騒音
　騒音に係る環境影響を受けるおそれが
ある地域

○低周波音
　低周波音に係る環境影響を受けるおそ
れがある地域

○騒音
　調査地域に準じる

○低周波音
　調査地域に準じる

○騒音
　調査地域の範囲

○騒音
　騒音に係る環境影響を受ける地域

○低周波空気振動
　低周波空気振動に係る環境影響を受け
る地域

○騒音
音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る環
境影響を受けるおそれがあると認められ
る地域

○低周波空気振動
低周波空気振動の伝搬の特性を踏まえ、
低周波空気振動に係る環境影響を受ける
地域

○騒音
　工事、供用に伴い環境要素に影響が及
ぶ地域とする。

○騒音
　騒音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係
る環境影響を受ける地域

○低周波空気振動
　振動の伝搬の特性を踏まえ、低周波空
気振動に係る環境影響を受ける地域

○騒音
　音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る
環境影響を受ける地域

○低周波音
　低周波音の伝搬の特性を踏まえ、低周
波音に係る環境影響を受ける地域

○騒音　○低周波音
調査地点とする

○騒音　○低周波音
事業特性及び地域特性を勘案し、対象事
業の実施により環境影響評価の項目に係
る環境要素の状況に影響を及ぼす地域と
する。

○騒音
　音の伝搬の特性を踏まえ騒音に係る環
境影響を受ける地域

○低周波音
　低周波音の伝搬の特性を踏まえ低周波
音に係る環境影響を受ける地域

○騒音
　騒音に係る環境影響を的確に把握でき
る地点

○低周波音
　低周波音に係る環境影響を的確に把握
できる地点

○騒音
　予測地域内を平面的に予測し、等騒音
コンター図等を作成

○低周波音
　予測地域における低周波音の影響が把
握できる地点

○騒音
　住居の集合状況、学校、病院等の分布
状況、将来の土地利用計画等を勘案して
設定する。

○騒音
　予測地域における騒音に係る環境影響
を把握できる地点

○低周波空気振動
　予測地域における低周波空気振動に係
る環境影響を把握できる地点

○騒音
音の伝搬の特性を踏まえ、予測地域にお
ける騒音に係る環境影響を的確に把握で
きる地点

○低周波空気振動
低周波空気振動の伝搬の特性を踏まえ、
低周波空気振動に係る環境影響を把握
できる地点

○騒音
　音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る
環境影響を把握できる地点

○低周波空気振動
　振動の伝搬の特性を踏まえ、低周波空
気振動に係る環境影響を把握できる地点

○騒音
　音の伝搬の特性を踏まえ、予測地域に
おける騒音に係る環境影響を把握できる
地点

○低周波音
　低周波音の伝搬の特性を踏まえ、予測
地域における低周波音に係る環境影響を
把握できる地点

○騒音　○低周波音
当該地域の騒音・低周波音を代表すると
想定される地点

○騒音　○低周波音
地域を代表する地点、特に環境影響を受
けるおそれがある地点、保全すべき対象
への環境影響を把握できる地点

○騒音
　音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係る
環境影響を把握できる地点

○低周波音
　低周波音の伝搬の特性を踏まえ、低周
波音に係る環境影響を把握できる地点

○騒音
  騒音に係る環境影響が最大となる時期
及び事業活動が定常状態になる時期

○低周波音
　低周波音に係る環境影響が最大になる
時期及び事業活動が定常状態になる時
期

○騒音
　工事による影響が最大となる時期及び
施設等が定常状態で稼働する時期

○低周波音
　工事時の低周波音が最大となる時期及
び周辺の住宅等への影響が最大となる
時期並びに施設等が通常稼働・供用され
る時期

○騒音
　騒音に係る環境影響が最大となる時期
または事業活動が定常状態となる時期

○低周波空気振動
　低周波空気振動に係る環境影響が最大
となる時期または事業活動が定常状態と
なる時期

○騒音
エ事時においては、騒音に係る環境影響
が最大となる時期
供用時においては、定常状態となる時期
又は環境影響を的確に把握できる時期

○低周波空気振動
エ事時においては、低周波空気振動に係
る環境影響が最大となる時期
供用時においては、定常状態となる時期
又は環境影響を把握できる
時期

○騒音
　環境影響要因ごとに影響が最も大きくな
る時点又は相当程度の影響が継続する
期間とする。

○騒音
工事中の環境影響が最大となる時期及
び供用時の事業活動が定常状態となる
時期

○低周波空気振動
工事中の環境影響が最大となる時期及
び供用時は事業活動が定常状態となる
時期

○騒音
　供用開始後の定常状態及び工事の影
響が最大となる時期

○低周波音
　工事の実施による影響が最大となる時
期

○騒音　○低周波音
工事時の環境への影響が最大となる時
期等

供用時の事業活動が定常状態に達する
時期等

○騒音　○低周波音
工事時の環境への影響が最大となる時
期等
供用時の事業活動が定常状態に達する
時期等

○騒音
　騒音に係る環境影響が最大になる時期
及び事業活動が定常状態になる時期

○低周波音
　低周波音に係る環境影響が最大になる
時期及び事業活動が定常状態になる時
期

○騒音　○低周波音
　①対象事業の実施により当該選定項目
に係る環境要素に及ぶおそれがある影響
が、事業者により実行可能な範囲内でで
きる限り回避され、又は低減されており、
必要に応じその他の方法により環境の保
全についての配慮が適正になされている
かどうかを検討すること。
　②基準又は目標が示されている場合に
は、当該基準又は目標に照らすこととす
る考え方を明らかにしつつ、当該基準又
は目標と調査及び予測の結果との間に整
合が図られているかどうかを検討するこ
と。

○騒音
　回避・最小化・修正・低減を図る影響の
明確化と目標等との整合を検討

○低周波音
　「低周波音問題対応の手引書」（環境省
環境管理局、2004）を基本とし、心身に係
る影響は低周波音レベル（Ｇ特性）および
1/3オクターブバンド音圧レベル、物的現
象の場合は、1/3オクターブバンド音圧レ
ベル（平坦特性）により行い、回避・最小
化・修正・低減を図る影響の明確化と目
標等との整合を検討

○騒音
　①環境への影響の回避・低減に係る評
価
　②環境基準等との整合性に係る検討
　③総合評価

○騒音　○低周波空気振動
①環境要素に及ぶおそれがある環境影
響が、実行可能な範囲内でできる限り回
避され、または低減されており、その他の
方法により環境の保全についての配慮が
適正になされているか評価する手法であ
ること。
②基準または目標と調査および予測の結
果との間に整合が図られていること。

○騒音　○低周波空気振動
①選定項目に係る環境要素に及ぶおそ
れがある影響が、事業者により実行可能
な範囲内でできる限り回避され、又は低
減されており、必要に応じその他の方法
により環境の保全についての配慮が適正
になされているかどうかを検討すること。
②基準又は目標と調査及び予測の結果
との問に整合が図られているかどうかを
検討すること。

○騒音
　① 敷地境界における騒音レベルが、｢
騒音規制法｣及び「環境の保全と創造に
関する条例」に定める規制基準に適合す
るものであること。
　② 現状が環境基準を達成していない場
合にあっては、寄与の程度及び今後の
国・県等の環境基準達成のための施策を
勘案し、環境基準の達成に支障がないこ
と。

○騒音
①評価事項は影響及び騒音の変化
②評価方法は騒音に及ぼす影響を評価
の指標と照合
③評価の指標は環境影響が実行可能な
範囲内でできる限り回避、又は低減され、
環境の保全についての配慮が適正になさ
れているか

○低周波空気振動
①評価事項は影響及び低周波空気振動
の変化
②評価方法は低周波空気振動に及ぼす
を評価の指標と照合
③評価の指標は低周波空気振動は、「大
部分の地域住民が日常生活において支
障がない程度」を基本とし、既存の科学的
知見から選択する

評価の手法の選定
① 環境要素に及ぶ影響が、実行可能な
範囲内でできる限り回避されているか検
討
② 基準又は目標と調査及び予測の結果
との間に整合が図られているか検討

○騒音　○低周波音
現況調査及び予測の結果に基づき、地域
の特性、環境保全のための措置及び環
境保全目標を勘案して、対象事業の実施
が周辺環境に及ぼす影響について明らか
にする。

○騒音
・騒音の発生段階における防止対策、周
辺環境への影響の低減措置、その他の
環境保全措置について明らかにすること
により、対象事業による影響をどのように
回避し、又は低減するのか事業者の見解
を示す。
・騒音に係る環境基準等との対比を行う。

○低周波音
・低周波音の発生段階における防止対
策、周辺環境への影響の低減措置、その
他の環境保全措置について明らかにする
ことにより、対象事業による影響をどのよ
うに回避し、又は低減するのか事業者の
見解を示す。

○騒音　○低周波音
(1)評価項目は予測した項目
(2)評価の指針は環境への影響を最小限
にとどめるよう環境保全に配慮すること。
(3)評価方法
　①実行可能な範囲内でできる限り回避
され，又は低減され、その他の方法により
環境の保全についての配慮がなされてい
るか検討
　②基準又は目標と調査及び予測の結果
との間に整合が図られているか検討

・事後調査を行う項目の特性、事業特性
及び地域特性に応じ適切な手法を選定す
るとともに、事後調査の結果と環境影響
評価の結果との比較検討が可能とするこ
と。
・事後調査の実施に伴う環境への影響を
回避し、又は低減するため、できる限り環
境への影響が小さい手法を選定するこ
と。

予測及び評価の結果を検証するため、評
価書に記載した事後調査計画に基づき事
後調査を行う。

事後調査は、予測の不確実性が大きい場
合又は効果に係る知見が不十分な環境
保全対策を講ずる場合において、工事中
及び供用後の環境の状況を把握すること
を目的とし、環境影響評価の結果との比
較検討により行う。

事後調査は事業特性および地域特性に
応じ適切な手法を選定するとともに、事後
調査の結果と環境影響評価の結果との
比較検討が可能となるようにすること。

選定項目に係る予測及び環境保全措置
の効果の不確実性の程度、環境影響の
程度、事業特性及び地域特性を考慮し
て、対象事業に係る工事の実施中及び土
地又は工作物の供用開始後の環境の状
況を把握するために事後調査を行うもの
とする。

①対象事業等の実施等の状況及び環境
保全措置の実施状況
②予測及び評価を行った環境要素のうち
特に事後監視調査が必要と考えられるも
の及び「影響が考えられる」とした環境要
素のうち予測及び評価を行わなかったも
ので特に事後監視調査が必要と考えられ
るもの、を調査項目として事後監視調査
を実施する。

対象事業の実施以降において、将来判明
すべき環境の状況を把握するための調査
を行い、及び当該環境の状況に応じた適
切な環境の保全のための措置を講ずるこ
ととし、環境管理に当たっては、当該対象
事業について、評価書に記載された環境
管理についての計画に定めるところに
従って行う。

予測の不確実性の程度が大きい評価項
目について環境保全措置を講ずることと
する場合又は効果に係る知見が不十分
な環境保全措置を講ずることとする場合
において、環境影響の程度が著しいもの
となるおそれがあるときは対象事業に係
る工事中及び供用開始後の環境の状況
を把握するための調査を行う。

事後調査の基本的な考え方は、事後調査
の調査項目、調査地点、調査時期及び調
査方法は、原則として調査項目は予測項
目、調査地点は予測地域の代表的な地
点又は予測地点、調査時期は予測時期、
調査方法は現況調査の方法による。

対象事業に係る工事中及び存在・供用時
において、対象事業の実施により環境影
響評価の項目に係る環境要素に及ぼす
影響の程度について把握し、予測及び評
価並びに環境保全措置の妥当性を検証
する.

・事後調査を行う項目の特性，事業特性
及び地域特性に応じ適切な手法を選定す
るとともに，事後調査の結果と環境影響
評価の結果との比較検討が可能となるよ
うにする
・事後調査の実施に伴う環境への影響を
できる限り回避し，又は低減するため，可
能な限り環境への影響が小さい手法を選
定することとする

評価手法

事後調査

地方公共団体等

予測の内容

予測手法

予測地域

予測地点

予測対象時期

35



表3.1.2　地方公共団体におけるガイドライン等の制定状況

静岡県 長野県 鳥取県 島根県 稚内市 酒田市 遊佐町 浜松市 掛川市 豊橋市 西都市

名称

静岡県風力発電施設等の建設に関する
ガイドライン

長野県内の風力発電施設の建設に関す
る手続のガイドライン

鳥取県風力発電施設建設ガイドライン 島根県風力発電所環境配慮指針 稚内市風力発電施設建設ガイドライン 酒田市風力発電施設建設ガイドライン 遊佐町風力発電施設建設ガイドライン 浜松市風力発電施設に関するガイドライ
ン

掛川市風力発電施設設置ガイドライン 豊橋市風力発電施設等の建設に関する
ガイドライン

西都市風力発電施設等の建設等に関す
るガイドライン

対象規模要件

10,000kW以上 50kW以上、ハブ高さ25m以上又は風車直
径15m以上

500kW以上（総出力、一団の施設として） 総出力10,000万kW以上 ・発電規模100kW以上
・風車高さ39m以上

・発電規模100kW以上
・風車高さ39m

・発電規模100kW以上
・風車高さ39m

発電規模100kW以上 発電規模100kW以上 1基当たりの定格出力100kW以上 発電規模100kW以上

環境影響評価の実施

ＮＥＤＯのマニュアル 長野県環境影響評価条例若しくはＮＥＤＯ
のマニュアル

・風力発電導入ガイドブック
・風力開発における環境影響評価手法調
査
・NEDOのマニュマル
・鳥取県環境影響評価技術指針

・ＮＥＤＯのマニュアル
・猛禽類の保護の進め方

・ガイドライン ・ガイドライン ・ガイドライン
・ＮＥＤＯのマニュアル

・ＮＥＤＯのマニュアル ・ＮＥＤＯのマニュアル ・ＮＥＤＯのマニュアル ・ＮＥＤＯのマニュアル

建設可能な区域

・建設地域の制限 　 ① 法規制により極めて建設が困難な
場所
　 ② 自然保護等から建設が好ましくない
場所
　 ③ 建設にあたって調整を要する場所
   ④制限指定のない場所

① 建設が可能な区域
　・工業専用地域
　・工業専用地域に隣接し漁業件が放棄
され
　　た区域
② 調整を要する区域
　・①以外で海岸線から内陸部に200mま
での
　　区域
③ 建設が好ましくない区域
　　・上記の①及び②の区域以外の全区
域

① 建設が可能な区域
　・海岸線から内陸部に概ね500mの区域
② 建設が好ましくない区域
　・上記の①区域以外の全区域

①法令等の規制により建設等が
　　できない区域
　・ギフチョウの保護に関する
　　条例の保護地域等
②法令等の許可を得て、調整によ
　　り建設等が可能な区域

住宅からの距離要件による区分

　住宅等との距離（風車のタワー基礎部
分からの水平距離）は300m 以上

制限指定のない場所の条件
【該当条件1】
○2km以内に民家が存在しない場合
　・ 事業説明会により合意形成
【該当条件2】
○2km以内に民家が存在する場合
　・ 民家から500m以上距離の確保

・住宅等からは200m以上
・風車の高さが100mを超える場合は、高
さの２倍

・住宅等からは300m以上
・風車高さが100mを超え
　る場合は、高さの３倍

住宅等との距離は、風車の最高点との長
さの２倍以上（ただし、その距離が300mに
満たないときは、300m以上とする。）

　住宅等との距離は、風車の最高点高さ
の２倍以上とする。
（その距離が200 メートル未満の時は200
メートル以上）

　住宅等との距離は、風車の最高点高さ
の２倍以上とする。
（その距離が200 メートル未満の時は200
メートル以上）

騒音ガイドライン

・環境基準が設定されている地域は、風
力発電施設の設置予定位置から最も近
い住宅等で基準値以下
・環境基準が設定されていない地域は、
風力発電施設の設置予定位置から最も
近い住宅等で環境基準のＢ類型の基準
値以下
（現に環境基準のＢ類型の基準値超過の
場合は、風力発電施設の稼動で3dB以上
増加しないこと）

・騒音レベルと風車単独の予測騒音レベ
ルを合成した予測結果が、「騒音に係る
環境基準について」を満足すること。

・建設前の状況に変化が発生しない
・騒音環境基準値以内（居住専用地の場
合は昼間で50dB以下、夜間40dB以下等）
であること。

　環境基準値内（昼間で55dB 以下、夜間
で45dB 以下）

　風力発電施設から最も近い住宅等で環
境基準値内（昼間で55dB以下、夜間で
45dB 以下）

ア 環境基準が設定されている地域
　・最寄りの住宅等において、騒音に係る
環境基準値を超えないもの
イ 環境基準が設定されていない地域
　・騒音に係る環境基準のＢ類型の基準
値を超えないもの

・民家における騒音が環境
　基準内であること。

　最寄りの住宅等において、騒音に係る
環境基準を超えないこと。

・最寄りの住宅等において、騒音に係る
環境基準の類型Ｂの基準値内
・文教施設（学校、幼稚園等）等、特に静
穏が必要と認められる施設においては類
型ＡＡの基準値内

低周波音ガイドライン

・最も近い住宅等で、環境省「低周波音問
題対応の手引書」の物的及び心身に係る
苦情に関する参照値未満の配慮

　風力発電施設から最も近い住宅などに
おいて、環境省「低周波音問題対応の手
引書」の参照値未満

住宅等において、環境省「低周波音問題
対応の手引書」の参照値を超えないもの

　住宅等において、環境省「低周波音問
題対応の手引書」参照値を超えないこと。

住宅等において、環境省「低周波音問題
対応の手引書」の参照値を超えないもの
とする。

事前調査の実施

・影響を受けるおそれがある地域の最寄
りの住宅、学校、病院等の施設の現況の
騒音レベルの測定

・騒音の状況
・低周波音の状況

・建設前の騒音調査 ・設置前の騒音の状況、
　設置後の騒音予測

事業説明会の実施

・事業者は、環境影響評価書作成前に、
住民等へ事業内容等を説明し、地元市町
の同意を得る。
【説明事業内容】
①具体的計画内容（施設位置、建設規
模、スケジュール、工事内容）
②環境調査結果及び環境影響評価書案
③環境影響評価に基づく配慮事項（実施
設計に反映する内容とする。）
④予測以上の影響発生時及び事故発生
時の対処方法等

事業者は、縦覧期間内に、関係市町村内
において、事業概要書の記載事項を周知
するため、
説明会を開催するものとする。

・基本設計終了時
・工事着手前、
・工事完了後等の適切な時期
　【説明内容】
　・住民との調整事項
　・建設後の騒音の発生予測

準備書の縦覧期間内に説明会の開催 ・建設後の発生騒音の予測。 　住民説明会し、実施結果を市に報告 ・風力発電施設の計画段階で、関係住民
等に事業説明し、その結果を町に報告

・環境影響評価方法書等の説明会を
　開催し、住民の意見を求める
・環境影響評価書案に基づく説明会を
　開催し、住民等の理解を得られた場合
　には、同意を書面で得る

　住民、地権者並びに地元自治会、関係
する公的機関等へ事前に騒音予測等の
事業内容を説明する

　住民、各種関連団体等に、建設規模・ス
ケジュール、安全対策、建設後の管理体
制及び環境評価項目を説明会で説明す
る。

自治会等の住民に対して説明会を開催
し、関係自治会の同意を書面で得るもの
とする。

事後調査と報告

・事業者は、施設稼動後に環境影響調査
を実施し、調査結果等について住民等か
ら意見聴取を行う。

・風力発電施設の環境に対する影響の範
囲及び程度及び環境保全等措置の効果
の検証
・改善点や課題は住民説明会等で周知
し、施設の改善や問題解決等の適切な措
置の実施
・地域に深刻な影響を及ぼす課題には、
施設の運転を一時休止するなどの措置

・建設後の騒音調査を市に報告 　騒音のガイドラインについて工事完了後
に調査を行い、結果を市に報告

・事後調査を行い、結果を町に報告
・影響が回避できない場合は、改善の措
置
・影響が甚大で復元が困難で計画の変
更、中止が求められた場合は、必要な措
置

　工事中及び完了後の環境、景観及び住
民生活への影響調査を行い、調査の結
果を市、住民等及び各種関連団体へ書
面で報告する。

・影響が生じると予測された事項につい
て、事後調査を実施する。

　事後調査を行い、結果を市へ提出し、環
境影響が認められた場合は、改善のため
の措置を講じる

・建設等にあたっての基準に関する調査
を行い、結果を市の総合的な窓口へ報告
する
・環境影響が認められた場合には、改善
のための措置を講じる

紛争の処理等

　建設後に紛争等が発生した場合は、誠
意を持って適切かつ迅速に対処

・風力発電施設等に起因する紛争の予防
に常に努めるものとする。
・紛争が発生した場合には、適切かつ迅
速な調整、対応を行う。
・紛争の対応に当たっては、市に当該紛
争の状況について報告する。

・騒音、電波等の障害が発生したときは、
原因調査と対応内容を市に報告するもの
とする。

・騒音、電波等の障害が発生したときは、
原因調査と対応内容を市に報告するもの
とする。

・風力発電施設等に起因する紛争の予防
に常に努める
・紛争が発生した場合には、当該紛争の
適切かつ迅速な調整、対応する。
・紛争の対応の状況について市へ報告す
る
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3.1.2 既設の風力発電所における環境影響評価の事例 

国内における既設の風力発電施設における環境影響評価の状況を把握するた

めに、その事例を収集し、騒音等に係る部分を整理した。その概要を表 3.1.3

に示した。 

稼働中および計画段階の計 5 つの収集した事例の中の現地調査に関しては、

いずれの事例も、騒音、低周波音ともに 1～2 日の期間において行われていたが、

季節や実施月に共通点は見出せない。E 計画のみが、3 月と 7 月という異なる季

節（月）に 2 回の現地調査を実施していた。調査地点は発電施設周辺の居住地

域内で最寄りとなる家屋付近に設定されていることが多かったが、調査地点数

については、居住地域の分布状況により差異が見られた。騒音に係る測定方法

はいずれもが JIS Z 87311)に記載される方法を採用しているため、時間重み特

性やマイクロホン高さ、サンプリング時間は概ね一致している。低周波音につ

いては、調査そのものを実施していない事例もあり、唯一調査を実施したＥ計

画では「低周波音の測定方法に関するマニュアル」 2)が使用されている。調査

結果において、騒音はオーバーオール値のみで示されることが多いが、低周波

音については、特に近年実施された事例において、G 特性及び FLAT 特性のオー

バーオール値だけでなく、1/3 オクターブバンド音圧レベルが計測されていた。 

予測においては、メーカから提示される音響パワーレベルを基に、独立行政

法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）によって作成された「風力

発電導入ガイドブック」（以下、NEDO ガイドブックという）3)に記載されている

距離減衰式を用いて周辺居住地域における騒音レベル及び低周波音レベルが計

算されていた。メーカによる音響パワーレベルは IEC 61400-114)に基づき、地

上高度 10ｍにおける風速 8m/s 時の見かけの値として提示されているが、併せ

て示される風速依存性のデータを基に、発電所周辺の年平均風速を予測条件と

している事例も散見された。また、E 計画では、定格運転に近い状態であると

考えられる風速 8m/s 時の音響パワーレベルを基に予測が行われていた。なお、

NEDO ガイドブックによる予測式においては、「空気減衰」の効果が考慮されて

いる。この式中αで与えられる係数については出典が明らかにされていないが、

ISO9613-25)に記載される「空気の音響吸収」における大気吸収減衰係数の中心

周波数 1000Hz、気温 20℃、相対湿度 70%の値が引用しているものと推察してい

る。一方、5 つの収集した事例のいずれについても、低周波音としては 100Hz

以下の周波数帯域を対象としていた。低周波音の予測においては、空気の音響

吸収に係る式は考慮せず、距離減衰のみで計算している事例がほとんどであっ
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た。 

騒音評価については、A 類型あるいは B 類型の環境基準値との比較によるも

のがほとんどであった。風力発電施設が立地されるような地域では、環境基準

の類型指定が行われていないことが多いが、そのような場合は現況調査の結果

などを踏まえて A 類型の基準を準用している事例が多いようである。低周波音

については、ISO 71966)に記載している感覚閾値などとの比較により評価して

いる事例が多いが、近年では 1/3 オクターブバンド別に予測値を示した上で評

価をしている事例もあった。 

なお、福島県では、｢福島県風力発電所騒音防止対策要綱｣により敷地境界に

おける規制で適用しており（表 3.1.4 を参照）、これとの整合性についても評価

している。 
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表 3.1.3 国内における環境影響評価の事例（騒音） 
事業 A発電所 

（稼働中） 

B発電所 

（稼働中） 

C発電所 

（稼働中） 

D発電所 

（稼働中） 

E計画 

（許認可手続き中） 

調査 実施時期・期

間 

10月の 1日間 11月の 2日間 3月の 1日間 6月の 1日間 3月、7月の各 1日間 

測定地点 周辺居住地域内の最寄
りとなる家屋等、全 4
地点 

周辺居住地域内の最寄
りとなる家屋等、全 10
地点 

周辺居住地域内の最寄
りとなる家屋等、全 5
地点 

発電所敷地境界 3地点
及び最寄り家屋 1地点 

周辺居住地域内の最寄
りとなる家屋等、全 10
地点 

方法 JIS Z 8731「環境騒音
の表示・測定方法」 

JIS Z 8731「環境騒音
の表示・測定方法」 

JIS Z 8731「環境騒音
の表示・測定方法」 

JIS Z 8731「環境騒音
の表示・測定方法」 

JIS Z 8731「環境騒音
の表示・測定方法」 

時間重み特性 記載なし FAST FAST 記載なし FAST 

マイクロホン

高さ 

記載なし 1.2ｍ 1.2ｍ 記載なし 1.2ｍ 

サンプリング

時間 

記載なし 0.2秒 0.2秒 記載なし 0.2秒 

予測 パワーレベル 
地上高度 10ｍにおけ
る風速 8m/s に対する
値として 105.1dB 

地上高度 10ｍにおけ
る年平均風速（5m/s）
に対 する値と して
96.2dB～104.8dB 

地上高度 10ｍにおけ
る年平均風速（4.9m/s）
に対 する値として
101.6dB 

100dB（風速条件は不

明） 

地上高度 10ｍにおけ
る風速 8m/s に対する
値として 104.5dB 

計算式 NEDOガイドブックによる予測式 

 

Ln = Lw −10log l2 + h2( )− 8 − ∆LAIR, 

 

∆LAIR = α l2 + h2( )，α＝0.005dB/m 

評価 基準 A 類型の環境基準と
して定められた数値
及び「福島県風力発
電所騒音防止対策要
綱」 

A及び B類型の環境基準
として定められた数値 

B 類型の環境基準とし
て定められた数値 

B 類型の環境基準とし
て定められた数値及び
「福島県風力発電所騒
音防止対策要綱」 

A 類型の環境基準とし
て定められた数値 
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表 3.1.3 国内における環境影響評価の事例（低周波音） 
事業 A発電所 

（稼働中） 

B発電所 

（稼働中） 

C発電所 

（稼働中） 

D発電所 

（稼働中） 

E計画 

（許認可手続き中） 

調査 実施時期・期

間 

調査は未実施 環境影響評価書として

は未実施 

環境影響評価書として

は未実施 

調査は未実施 3月、7月の各 1日間 

測定地点 周辺居住地域内の最寄
りとなる家屋等、全 10
地点 

方法 「低周波音の測定方法
に関するマニュアル」 

時間重み特性 SLOW 

マイクロホン

高さ 

1.2ｍ 

サンプリング

時間 

1.0秒 

予測 パワーレベル 海外における風下距
離 200ｍでの測定事
例よりナセル高度で
の風速 12m/s 及び
17m/s に対する値と
して 65dB、70dB 

メーカ資料より 105dB
（風速条件は不明） 

ナセル位置での風速
7.6m/s に対するメー
カ測定値 

計算式 騒音と同じ（NEDO ガ
イドブックによる予
測式） 

 

SPL = PWL −10log l2 + h2( )− 8（距離減衰のみ） 

評価 基準 G 特性音圧レベルで
100dB 

G 特性音圧レベルで
90dB 

1/3 オクターブバンド
の感覚閾値及び一般的
な測定事例 
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表 3.1.4 福島県風力発電所騒音防止対策要綱 

                      時間の区分 

区域の区分 

朝 昼  間 夕 夜  間 

6:00～7:00 7:00～19:00 19:00～22:00 22:00～6:00 

第 1種

区域 

第 1種低層住居専用地域 
第 2種低層住居専用地域 

45デシベル 50デシベル 45デシベル 40デシベル 

第 2種

区域 

第１種中高層住居専用地域 
第２種中高層住居専用地域 
第１種住居地域 
第２種住居地域 
準住居地域 

50デシベル 55デシベル 50デシベル 45デシベル 

第 3種

区域 

近隣商業地域 
商業地域 
準工業地域 
用途地域以外の地域 

55デシベル 60デシベル 55デシベル 50デシベル 

第 4種

区域 
工業地域 60デシベル 65デシベル 60デシベル 55デシベル 

第 5種

区域 
工業専用地域 70デシベル 75デシベル 70デシベル 65デシベル 
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3.1.3 一般社団法人日本風力発電協会による自主規制案 

一般社団法人日本風力発電協会（以下、JWPA という）は風力発電業界団体で

あり、風力発電を純国産の再生可能エネルギーとして、我が国の長期的エネル

ギー需給において重要な電源の一つとして位置付けるべく、様々な活動を実施

している。JWPA は平成 23 年初頭に「風力発電環境影響評価規程自主規制（案）」

を策定し、「風力発電を推進する中で、それに係る施設を建設することによって

周辺住民の生活環境に対して何らかの影響を及ぼし得るとの考えに立脚し、そ

れによって一種の迷惑施設となり得ることを事業者として認識し、住民の理解

が得られるように丁寧に対応することが重要である」と指摘している。ここで

は、自主規制（案）に盛り込まれた風力発電所に係る環境影響評価について、

騒音・低周波音を中心にその概要を示した。 

まず自主規制（案）では、住民とのトラブルを避けるために、図 3.1.1 に示

すようなプロセスを考え、必要に応じて上記の(2)と(3)を繰り返し、(4)に近づ

けることが運転開始後のトラブルを回避する、としている。 

 

図 3.1.1 環境影響評価調査の進め方 

風力発電については現在、前項で示した通り、一部の都道府県条例等を除い

て環境影響評価の対象事業とはなっていない。それらの条例の多くで独立行政

法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が作成した「風力発電のた

めの環境影響評価マニュアル（第 2 版）」（以下、NEDO マニュアルという）7)に

沿って環境影響評価が実施されている。JWPA の自主規制（案）はこの NEDO マ

ニュアルの内容をほぼ踏襲しながらも、部分的に補強する形で策定されている。

例えば、NEDO マニュアルにおいて対象とする風力発電所の規模要件が 10,000kW

以上を目安にしているのに対し、事実上 1 基（1,000kW）以上の風力発電所と設

定し直している。この背景には、国内の 10,000kW 未満の風力発電所において環

境影響評価を実施せず、地域住民とのトラブルの原因になった例が一部に見ら
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れることがある。このほかに強化された事項を整理すると表 3.1.5 のようにな

り、その結果 JWPA による環境影響評価規程自主規制（案）では各評価項目につ

いて表 3.1.6 に示すような対応となっている。 
表 3.1.5 環境影響評価における評価項目の比較 

 NEDO マニュアル  JWPA 環境影響評価規程 

規模要件 ・10,000kW 程度以上 ▶ ・1,000kW 以上 

住 民 へ の

情報提供 
・縦覧による情報提供 ▶ 

・準備書縦覧中に住民説明会を開

催することを義務化 

有 識 者 意

見の聴取 

・聴取が望ましい（義務で

はない） 

・有識者の選定方法の規定

なし 

▶ 

・有識者意見の聴取を義務化 

・関係市町村からの推薦・紹介等

により有識者を選定 

騒音・低周

波音 

・低周波音は住宅等に近接

する場合に評価項目と

して選定 

・1 季節以上について最低

1 日ずつ調査 

▶ 

・低周波音は原則として評価項目

に選定 

・様々な条件下の騒音レベルが把

握できる期間に調査 

 

表 3.1.6 JWPA による環境影響評価規程自主規制（案）による評価項目 

評価項目 選定状況 備考 

騒音 ○ ※ 

低周波音 ○ ※ 

電波障害 ○  

地形及び地質 △ 
対象事業実施区域内に重要な地形及び地質が

存在する場合に選定 

動物 ○  

植物 ○  

景観 ○  

人と自然との触れ

合いの活動の場 
△ 

対象事業実施区域に触れ合いの活動の場が存

在、もしくは近接する場合に選定 
○：評価項目として選定するもの  
△：備考欄に掲げる内容に該当する場合に評価項目として選定するもの  
※：騒音及び低周波音に関しては、気象条件（風速や風向等）に応じた測定期間の設定や結果の評価

方法等、現時点で標準化されていない事項が多いことから、基本的には評価項目として選定し、

何らかのデータを蓄積しておくことが重要である。  
注：生態系に関しては、動物および植物の調査結果により動植物の関係性を評価することで生態系の

概況の把握に努める。  

表 3.1.6 にある通り、JWPA の自主規制（案）で大幅に強化された事項の一つ
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には騒音および低周波音が含まれ、低周波音は原則として評価項目に選定する

ことと、様々な条件下の騒音レベルが把握できる期間に調査することが示され

ている。 

JWPA では、環境影響評価の項目及び手法の選定にあたって、風力発電が与え

る環境影響の一つとして、騒音について実例等に基づいて解説している。 

風力発電設備から発生する騒音の主要な発生源として、 

・ギアボックス内や冷却ファンから発生する機械音 

・ブレードの回転に伴う風切り音 

に大別している。その上で機械音は、近年の風力発電設備の大型化による回転

速度の減少、タワーの高層化、機種によってはギアレス化などにより、地表面

付近に伝搬する騒音レベルは小さくなってきてはいると述べている。一方、タ

ワー内部に機械音が反響し、遠方まで伝搬している事例も見受けられ、実際に

機械音による睡眠障害をナセル内部の防音処理によって改善を試みた事例を紹

介している。風切り音は依然残された課題と位置づけ、風力発電設備の回転に

合わせた周期的な音が風の影響で遠方まで伝搬するケースも少なくないと指摘

している。また、風力発電設備から発生する騒音のマスキングについて触れ、

強風下における周囲の木々、電線、建造物等からの風切り音や海岸部における

波音等をマスカーとして例示している。これとは逆の状況として生活音が小さ

くなる夜間を紹介し、気象条件によって風下側の谷地等で風力発電設備から発

生する騒音がマスクされない現象も確認され、かつこのような場合に騒音が風

によって遠方まで伝搬する可能性を指摘して、注意喚起している。なお、騒音

伝搬に及ぼす風の影響について、ASJ Model 1998 で示したベクトル風速による

騒音レベルの増減を紹介している。可聴周波数領域の低周波音について、その

聞こえ方に個人差が大きいこと、建築物等の窓サッシ等の透過損失が小さい（防

音効果が小さい）ことを特徴として挙げ、睡眠影響等の発生する可能性に言及

するとともに、騒音に対する反応が心理的要因に影響を受け易く、仮に騒音レ

ベルが小さくても苦情対象になる場合があり、地域住民への事前の周知が重要

であると解説している。さらに、風力発電所の敷地境界（対象事業実施区域の

境界）において、時間帯毎に許容限度を適用している福島県の事例を紹介し留

意を促している。以上を踏まえ、JWPA は自主規制（案）の中で騒音および低周

波音に対して次の 9 つを評価にあたってのチェックポイントとして挙げ、それ

らの解説において NEDO マニュアルとの違いを明示している。 
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騒音については、「調査の基本的な手法について」、「調査地域について」、「調

査期間等について」において変更が加えられている。具体的には、基本的な手

法について、全天候型防風スクリーンを設置し風雑音の影響を避けることや風

力発電設備の様々な稼働状況を想定した測定によって状況を幅広く把握するこ

とを推奨している。また、地形の影響への配慮を指摘し、周辺の特徴的な地形

を見落とさないよう注意を呼び掛けている。調査地域については、範囲を数値

で例示することをせず「“騒音に係る環境影響を受けるおそれがある地域”」と

して広範囲の考慮を指摘している。さらに調査期間を対象地域に対して「“実態

に応じた適切な時期を選定し、様々な条件下の騒音レベルが把握できる期間お

いて昼間及び夜間の各時間帯に連続調査する”」とし、実態把握の重要性を示唆

している。低周波音についても概ね同様であるが、超低周波音や G 特性音圧レ

ベル等について補足説明されるとともに、冒頭において低周波音の評価におい

て「人が音を聞き取れる（感じ取れる）範囲」8)や、「物的苦情に関する参照値」、

「心身に係る苦情に関する参照値」9)などが参考となる、と記している。 

 

参考文献  

1)JIS Z 8731：環境騒音の表示・測定方法（1999）. 

2)環境省大気保全局：低周波音の測定方法に関するマニュアル（平成 12（2000）年

10 月）. 

3)独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構：風力発電導入ガイドブック第

9 版（2008）. 

4)IEC 61400-11 ： Wind turbine generator systems –Part 11: Acoustic noise 

measurement techniques（2002）. 

5)ISO 9613-2：Acoustics -- Attenuation of sound during propagation outdoors -- 

Part 2: General method of calculation（1996）. 

・調査すべき内容について 
・調査の基本的な手法について 
・調査地域について 
・調査地点について 
・調査期間等について 
・予測の基本的な手法について 
・予測地域について 
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6)ISO 7196： Acoustics -- Frequency-weighting characteristic for infrasound 

measurements（1995）. 

7)独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構：風力発電のための環境影響評

価マニュアル（第 2 版）（2006）. 

8)環境省水・大気環境局大気生活環境室：よくわかる低周波音（平成 19（2007）年 2

月）. 

9)環境省環境管理局大気生活環境室：低周波音問題対応の手引書（平成 16（2004）年

6 月）. 
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3.2 風力発電所から発生する騒音等の測定方法の検討 

風力発電所から発生する騒音等（以下、風車音という）は、 

①   200Hz 以下の比較的低い周波数域に主要な成分を持つ。 

②  機種や施設によっては純音成分が卓越している。 

③  風向・風速の変化により音圧レベルが大きく変動する。 

④  非常に静かな環境の場所に建設されることが多く、周囲の一過性の騒音の影

響を受けやすい。 

⑤  一定の風速に達しないと風車が稼働しない。 

⑥  風が強いと風雑音の影響が大きい。 

など、これまでの騒音等とは異なった性質を持っていることが特徴である。 

したがって、風車音をいつ（when）・どのくらいの期間（how long）・どこ

で（where）・何を（what）・どうやって（how）把握すれば良いか、その測定

方法はまだ確立されていない。 

ここでは、これまでの騒音等の測定方法を風車音に適用できるかどうかを慎

重に検討する必要があることから、まずは既存の測定方法の概要を把握したう

えで、適用の可能性の可否について検討を行った。 

騒音測定方法については、JIS Z 87311)に等価騒音レベルを基本とした測定

方法が決められている。 

風車音は概して周波数が低いほど成分が大きい傾向にあることから、本節で

は、騒音測定方法を念頭に置きつつ、低周波音の測定方法を中心に既存の測定

方法について整理を行った。 

 

3.2.1「低周波音の測定方法に関するマニュアル」と「低周波音問題対応の手引

書」における測定方法の整理 

低周波音の測定方法に関しては、環境省より「低周波音の測定方法に関する

マニュアル」2)、「低周波音問題対応の手引書」3)が公表されている。どちらも、

環境省が地方公共団体の騒音振動担当者を対象に作成した技術資料である。こ

のうち、前者は環境調査、実態把握、苦情対応、対策の為の調査まで対象とし

ており、後者は苦情対応に特化したものである。 

本項では、風力発電所から発生する騒音等の測定方法の検討にあたり、既存

の低周波音の測定方法について整理した。 

 

（１）環境省「低周波音の測定方法に関するマニュアル」について 
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 「低周波音の測定方法に関するマニュアル」は、低周波音の苦情があった場

合の対処方法、低周波音の測定方法、録音データの解析方法について解説され

ている。 

ア）調査地点の選定 

原則屋外として、地点の選定に当たっては、暗騒音レベルが大きく対象

となる低周波音が精度良く測定できない場所や、建物や地形による音の反

射、遮蔽、回折により局所的に音圧レベルが変化する場所を避けるとして

いる。本書においては、苦情対応だけでなく、環境騒音（低周波音）の把

握や対策のための測定も視野に入れて記述されている。 

イ）測定時期及び測定時間 

環境騒音（低周波音）の把握も視野に入れているため、その地域の低周

波音の状況を代表する時期、時間帯に行うとしている。風の強さは季節や

時刻によっても異なる。冬型の気象配置のときなどは季節風が強く吹いて

測定が難しい。 

ウ）測定量 

①感覚・睡眠影響の評価 

G 特性音圧レベル（LG）及び 1/3 オクターブバンド音圧レベル（Lp,1/3oct.） 

②建具等のがたつき 

1～50Hz の 1/3 オクターブバンド音圧レベル（Lp,1/3oct.） 

③圧迫感・振動感 

1～80Hz の 1/3 オクターブバンド音圧レベル（Lp,1/3oct.） 

エ）マイクロホンの設置位置及び具体的測定手法 

原則として、マイクロホンは地上 1.2～1.5m の高さに設置する。ただし、

風の影響がある場合には地上に設置することにより風雑音の影響をいく

らか軽減できることが記載されている。測定にあたっては、時間重み特性

を SLOW（1s）とする。 

なお、低周波音の測定では風雑音等の影響により測定値はもとより暗騒

音が大きく変化する。測定時におけるこれらによる影響の度合いを把握す

ることは困難であるので、「低周波音の測定方法に関するマニュアル」で

は「暗騒音の補正は行わない」としている。 

オ）防風の手法等の配慮事項 

風が吹いている場合には、録音に際して、レベルレコーダや実時間周波

数分析器を見ながら風雑音による影響をこまめに記述やアナウンスする
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ことが望ましい。 

マイクロホンには防風スクリーンを装着する。測定時の風雑音により、

見かけ上の音圧レベルが不規則に変動する場合には、低周波音圧レベル計

を地上において測定すれば風雑音の影響をいくらか軽減できる。しかし、

低周波音の測定においては直径 20cm の連続気泡ポリウレタン製防風スク

リーンでも風雑音を十分に低減できないとしている。 

カ）測定結果の整理方法 

測定結果の整理方法に関する主要な項目を整理すると以下のようにな

る。 

①変動の少ない低周波音 

平均値を求める。 

②変動する低周波音 

最大値を適当な回数について読み取るか、測定時間内（例えば 10 分間）

の最大値及びパワー平均値を求める。 

③単発的又は間欠的に発生する低周波音 

発生時の最大値を読み取る。間欠的に発生する場合は、発生ごとの最大

値を読み取る。 

なお、注意事項として、測定時に風が吹いている場合には、①と③につ

いては風の影響のない測定時間より結果を導出する。②については、風雑

音により測定値が変動する場合には、原則として結果の導出は出来ないと

記載されている。 

キ）発生源の稼働状況及び風速の把握 

発生源の種類・発生状況などをわかる範囲で記録しておく。 

（２）環境省「低周波音問題対応の手引書」について 

「低周波音問題対応の手引書」は、低周波音苦情申立ての受け付けから解決

に至る道筋における、具体的な方法や配慮事項、技術的な解説が盛り込まれて

いる。具体的な測定方法は、原則として「低周波音測定方法に関するマニュア

ル」によるとされている。 

ア）調査地点の選定 

物的苦情については、「問題となる住居などの建物屋外、建物から 1～

2m」、心身苦情については、「苦情者の住居などの問題となっている部屋

の問題となっている位置（原則として窓閉め条件）」とされている。 

イ）測定時期及び測定時間 
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苦情が発生している場合には、低周波音が発生する時間帯、時期等に測

定を行う。苦情が発生していない場合には、低周波音の問題を生じやすい

時期、時間帯、あるいはその地域における低周波音の状況を代表するよう

な時期、時間帯に行うとしている。 

ウ）測定量 

①心身苦情の場合 

G 特性音圧レベル（LG）及び 10～80Hz の 1/3 オクターブバンド音圧レベ

ル（Lp,1/3oct.） 

②物的苦情の場合 

5～50Hz の 1/3 オクターブバンド音圧レベル（Lp,1/3oct.） 

エ）マイクロホンの設置方法及び具体的測定手法 

原則として「低周波音の測定方法に関するマニュアル」による。発生源

側と苦情者側の同時測定、施設の稼動・停止を行うことを推奨している。 

オ）防風の手法等の配慮事項 

「低周波音の測定方法に関するマニュアル」と同様に、風雑音による影

響には注意が必要である。 

カ）測定結果の整理方法 

「低周波音問題対応の手引書」で想定している発生源は変動の少ない固

定された発生源であることから、間欠的・衝撃的な低周波音は想定してい

ない。また、変動する低周波音の整理方法を記載しているのは、伝搬過程

における風などによる影響によるレベル変動や、発生源側のうなり等に伴

うレベル変動を想定してのことである。 

①変動の少ない低周波音 

10 秒間から 1 分間程度のパワー平均値を求める。 

②変動する低周波音 

音圧レベルが（5dB を超えて）変動する場合は、指示値が大きくなると

きに注目して、それらの最大値を適当な回数（5 回から 10 回程度）測定

し、それらのパワー平均値を求める。 

キ）発生源の稼働状況及び風速の把握 

発生源の種類・発生状況などをわかる範囲で記録しておく。 

 

（３）風力発電所からの低周波音測定への適用にあたっての課題について 

風車音の音圧は、長距離伝搬する際の風の影響や風車周辺の風速の変化等に
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より大きく変動するが、発生源から遠い場所では周囲の騒音や風雑音による影

響を受けやすく、音圧レベルもこれらによって大きく変化する。 

「低周波音の測定方法に関するマニュアル」では、変動する低周波音として

道路高架橋から発生する低周波音を想定している。「低周波音問題対応の手引

書」では、変動する低周波音として複数台の施設による「うなり等」を想定し

ている。測定データの整理にあたっては、「低周波音の測定方法に関するマニ

ュアル」、「低周波音問題対応の手引書」とも、変動する低周波音は最大値を

いくつかとって平均するか、あるいは 10 分間程度の等価音圧レベルを求めるよ

うになっている。しかし、風車音を測定する場合には、最大値をとると風雑音

や対象外の一過性騒音による影響を拾ってしまい精度の高い測定結果が得られ

ないことから、新たな結果の整理方法が求められている。 

低周波音の測定にあたっては、風が強いときは測定しない、マイクロホンを

地上に置く、大型の防風スクリーンを被せるなどの対策を実施しているが、風

力発電所が稼動するのは風が強いときであるので、低周波音の測定にあたって

は更なる風雑音低減対策が必要である。 
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3.2.2 風力発電所に特化した測定方法の整理 

（IEC61400-11:2002 /JIS C1400-11:2005 及び風力発電のための環境影響評価

マニュアル(第 2 版)の測定方法の概要の取りまとめ） 

JIS C 1400-11:20054)は 2002 年に第 2 版として発行された IEC61400-11:2002

を翻訳し、発生源側の騒音測定方法について記述したものである。また、「風

力発電のための環境影響評価マニュアル（第 2 版）（以下 NEDO マニュアルとい

う）」5)は、独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が風

力発電に関する環境影響評価の調査手法としてひとつの具体的なモデル例を示

したものである。 

 

（１）IEC61400-11:2002 /JIS C 1400-11:2005 の測定方法 

  ア）調査地点の選定 

騒音について基準位置を風車の風下側、風車高の位置に選定することと

しており、指向性を決定するためには、ほかに 3 か所の同時測定を行うこ

ととしている。 

  イ）測定時期及び測定時間 

見かけの A 特性音響パワーレベルを計算するために、騒音について広い

風速範囲で、音圧レベル及び風速を同時に短時間測定することとしている。 

  ウ）測定量 

以下の 3 項目が挙げられている。 

    ・見かけの音響パワーレベル 

    ・1/3 オクターブバンドレベル 

    ・純音性 

随意の測定には、指向性、超低周波音、低周波音及び衝撃性の騒音が含

まれる。1/3 オクターブバンド等価音圧レベル（50Hz～10kHz）とされて

おり、風車の低周波音の測定が必要な場合には、より広い周波数帯域を必

要としている。 

  エ）マイクロホンの設置方法及び具体的測定手法 

風雑音の影響や地表面の種類の違いによる影響を少なくするため、地表

面上に置いた板状にマイクロホンを取り付けて測定を行うこととしてい

る。 

  オ）防風の手法等の配慮事項 

地表面設置のマイクロホンとともに使用する防風スクリーンは、主防風
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スクリーン及び必要な場合には 2 次防風スクリーンで構成しなければな

らないとしている。 

    地表面に直径 1m 以上の円盤状の板を設置し、その上にマイクロホ

ンを風車に向けて取り付け、主防風スクリーン及び必要な場合には 2 次防

風スクリーンを使用することとしている。 

  カ）測定結果の整理方法 

    ・A 特性音圧レベル 

風速の測定と同時に、少なくとも 30 個の等価騒音レベルを測定するこ

ととしている。また、各測定値の実測時間は少なくとも 1 分間としている。 

    ・1/3 オクターブバンド測定 

各整数風速において、1 分間以上の測定で得た少なくとも 3 個のスペク

トルのエネルギー平均から決定する。少なくとも、50Hz～10ｋHz の中心

周波数の範囲の 1/3 オクターブバンドの測定が必要である。風車が停止し

た状態の暗騒音測定も同様としている。 

    ・狭帯域測定 

風速 6～10m/s の各整数風速において、少なくとも 2 分以上の風車音及

び暗騒音を測定し、風速 6～10m/s における風車の見かけの音響パワーレ

ベル等を整理することとしている。 

  キ）発生源の稼働状況及び風速の把握 

    ・方法１ 

風速計及び風向計は、10m とロータ中心との間の高さで、風車の風上側

に設置しなければならないとしている。 

    ・方法 2 

風速測定に風速計を用いる場合、風速の測定値は 10m 高さ及び基準粗度

長に補正しなければならないとしている。音の測定時には、風車が風速計

として用いられる。風速計と風向計は、高さ 10m とロータ中心位置との間

の高さで、風車の風上側に設置しなければならないとしている。 

 

（２）NEDO マニュアルの測定方法 

  ア）調査地点の選定 

騒音については、音の伝搬特性を踏まえ、騒音に係る環境影響を受ける

恐れがある地域としており、一般的には対象事業実施区域及びその周辺、

半径 500m 前後の範囲内を選定することとしている。 
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低周波音については、学校、病院等、住宅等が近接する場合に選定が望

ましいとしている。 

  イ）測定時期及び測定時間 

音の伝搬特性を踏まえ、調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、

評価するために適切かつ効果的な期間、時期及び時間帯を選定する。具体

的には、実態に応じた適切な時期を選定し、１季節以上について、平日又

は休日、或いはその両日に昼間及び夜間の各時間帯に連続調査することと

している。 

  ウ）測定量 

等価騒音レベル（LAeq）と規定されており、時間率騒音レベル（Lx）も

記録に留める。また、騒音レベルは必要に応じオクターブバンド別（63

～8,000Hz の 8 周波数帯域）に記載することとしている。 

また、低周波音については、環境省「低周波音の測定方法に関するマニ

ュアル」によるとしている。 

  エ）マイクロホンの設置方法及び具体的測定手法 

全天候型防風スクリーンを設置し、ノイズ除去に努めることが望ましい。 

  オ）防風の手法等の配慮事項 

マイクロホンに全天候型防風スクリーンを被せ、ノイズ除去に努めるこ

とが望ましい。 

  カ）測定結果の整理方法 

調査地点別に各時間帯の騒音レベル、天候、風向、風速等を一覧表等に

より整理する。また、騒音については必要に応じオクターブバンド別（63

～8,000Hz の 8 周波数帯域)に整理し、低周波音については 1/3 オクター

ブバンド別（1～80Hz の 20 周波数帯域）に整理することとしている。 

  キ）発生源の稼働状況及び風速の把握 

特に記載は無い。 

 

 低周波音の測定方法及び風力発電所から発生する騒音等の測定方法の比較表

を表 3.2.1 に示す。なお、表中の頁番号は、表中の記述が記載されている各資

料中の頁を示している。 
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No.
低周波音測定方法マニュアル

（平成12年環境庁）
低周波音問題対応の手引書

（平成16年環境省）
風力発電のための環境影響評価マニュアル（第2版）

　NEDO（出力規模10,000kW程度以上を対象）
JIS C1400-11:2005（IEC61400-11:2002）

1

●物的苦情：問題となる住居などの
建物の屋外，建物から1～2ｍ。

●心身苦情：苦情者の住居などの問
題となっている部屋の問題となって
いる位置。（原則として窓閉め条
件）

p.21～22，解説p.27

●騒音（選定が望ましい）
（１）調査地域：音の伝搬の特性を踏まえ、騒音に係
る環境影響を受けるおそれがある地域。一般的には対
象事業実施区域及びその周辺、半径500m前後の範囲内
とする。
（２）調査地点：音の伝搬の特性を踏まえ、調査地域
における騒音に係る環境影響を予測し、評価するため
に適切かつ効果的な地点。環境保全のために特に配慮
が必要な施設（学校、病院等）及び住宅の配置の状況
を考慮して施設の稼働による騒音の予測及び評価を行
うことが適切かつ効果的と考えられる地点。具体的に
は、風力発電機設置予定位置から最寄りの住宅等を選
定するのが望ましい。　P28、p30

●低周波音（学校、病院等、住宅等が近接する場合に
選定が望ましい）
騒音と同様。近年の主流機アップウィンド型2MW級風力
発電機の低周波音（オールパス）は風下側200mで65dB
（風速12m/s時）。500mでの低周波音は56dB程度と推定
される。　p.34～36

●騒音：基準位置：風車の風下側、風車高Ro（m)
の位置 1か所（随意にはほかに3か所測定し，指向
性を決定できる）
風車の音響放射を確実に特徴づけるために設け
る。
測定は，地形の影響，大気条件又は風雑音の影響
をできるだけ避けるため，風車に近い位置で行
う。
測定位置の方向は、測定時の風向に対しプラスマ
イナス15度以内にならなければならない。

●低周波音：規定なし。

p.4、p.6

2

・原則として「低周波音の測定方法
に関するマニュアル」による。
・発生源側と苦情者側の同時測定、
施設の稼動・停止を行うことを推奨
している。

p.9、p.12

●騒音：全天候防風スクリーンを設置し，ノイズ除去
に努めることが望ましい。　p.29

●低周波音：特に記述なし。

風雑音を抑え，地表面の種類の違いによる影響を
少なくするため，地表面上に置いた板状にマイク
ロホンを取り付けて測定を行う。　p.4

マイクロホンのダイヤフラムを硬い平板に直交さ
せ，マイクロホン軸を風車に向けて取り付けなけ
ればならない。板は最小直径が1.0mの円形，音響
的に硬い材料，例えば，少なくとも12.0mmの厚さ
を持つ合板，又は最低2.5mmの厚さを持つ金属で作
られていなければならない。　p.5

3

苦情が発生している場合には、低
周波音が発生する時間帯、時期等
に測定を行う。苦情が発生してい
ない場合には、低周波音の問題を
生じやすい時期、時間帯、あるい
はその地域における低周波音の状
況を代表するような時期、時間帯
に行うとしている。

・苦情が発生している場合：
低周波音が発生する時間帯、時期等
に測定を行う。
・苦情が発生していない場合：
低周波音の問題を生じやすい時期、
時間帯、あるいはその地域における
低周波音の状況を代表するような時
期、時間帯に行うとしている。
p.41

●騒音：音の伝搬の特性を踏まえ、調査地域における
騒音に係る環境影響を予測し、評価するために適切か
つ効果的な期間、時期及び時間帯。実態に応じた適切
な時期を選定し，１季以上について，平日又は休日，
或いはその両日に昼間及び夜間の各時間帯に連続調査
する。　p.28、p.31

●低周波音も同様の記述。p.34、p.36

広い風速範囲で，音圧レベル及び風速を同時に短
時間測定する。
標準風速6,7,8,9及び10m/sにおける音のレベルを
決定し，見かけのA特性音響パワーレベルを計算す
るために用いる。 p.４
十分な風速範囲を得るために、何度かの測定が必
要となるかもしれない。　p.7

4

風が吹いている場合には、録音に
際して、・・・（略）風雑音によ
る影響をこまめにアナウンスする
ことが望ましい。　p.22

マイクロホンには防風スクリーン
を装着する。測定時に風雑音によ
り，見かけ上の音圧レベルが不規
則に変動する場合には，低周波音
圧レベル計を地上において測定す
れば風雑音の影響をいくらか軽減
できる。　p.39ほか

「低周波音の測定方法に関するマ
ニュアル」と同様に、風雑音による
影響には注意が必要である。

●騒音：JIS Z8731　全天候防風スクリーンを設置し，
ノイズ除去に努めることが望ましい。p.29

●低周波音：特に記述なし。

地表面設置のマイクロホンとともに使用する防風
スクリーンは，主防風スクリーン及び必要な場合
には2次防風スクリーンで構成しなければならな
い。

高風速時に十分な信号対雑音比を低周波数域で得
なければならないときには2次防風スクリーンが必
要。　p.5

感覚・睡眠
影響

G特性音圧レベル（L G）及び1/3オ

クターブバンド音圧レベル
（L p,1/3oct.) (dB)　p.19

心身苦情の場合
G特性音圧レベル（L G）及び10～

80Hzの1/3オクターブバンド音圧レ
ベル
（L p,1/3oct.）　p.21

建具等のが
たつき

1～50Hzの1/3オクターブバンド音
圧レベル(L p,1/3oct.) (dB)　p.19

物的苦情の場合
5～50Hzの1/3オクターブバンド音圧
レベル（L p,1/3oct.）　p.21

圧迫感・振
動感

1～80Hzの1/3オクターブバンド音
圧レベル(L p,1/3oct.) (dB) 　p.19

心身苦情の場合
G特性音圧レベル（L G）及び10～

80Hzの1/3オクターブバンド音圧レ
ベル
（L p,1/3oct.） p.21

6

①変動の少ない低周波音
　平均値を求める。
②変動する低周波音
　最大値を適当な回数について読
み取るか、測定時間内（例えば10
分間）の最大値及びパワー平均値
を求める。
③単発的又は間欠的に発生する低
周波音
　発生時の最大値を読み取る。間
欠的に発生する場合は、発生ごと
の最大値を読み取る。p.60
　
（注意事項）測定時に風が吹いて
いる場合には、①と③については
風の影響のない測定時間より結果
を導出する。②については、風雑
音により測定値が変動する場合に
は、原則として結果の導出は出来
ないとしている。

「低周波音問題対応の手引書」で想
定している発生源は変動の少ない固
定された発生源であることから、間
欠的・衝撃的な低周波音は想定して
いない。また、変動する低周波音の
整理方法を記載しているのは、伝搬
過程における風などによる影響によ
るレベル変動や、発生源側の唸り等
に伴うレベル変動を想定してのこと
である。
① 変動の少ない低周波音
10秒間から1分間程度のパワー平均
値を求める。
② 変動する低周波音
音圧レベルが（5dBを超えて）変動
する場合は、指示値が大きくなると
きに注目して、それらの最大値を適
当な回数（5回から10回程度）測定
し、それらのパワー平均値を求め
る。

●騒音：調査結果のとりまとめに当たっては、調査地
点別に各時間帯の騒音レベル，天候，風向、風速等を
一覧表等により整理する。また、騒音レベルは必要に
応じオクターブバンド別（63～8000Hzの8周波数帯域)
に記載する。　p.29

●低周波音：現地調査を実施する場合においては、調
査地点別に低周波音レベル，天候，風向、風速等を一
覧表等により整理する。また、低周波音レベルは必要
に応じ1/3oct.別（1～80Hzの20周波数帯域)に記載す
る。　p.35

●基準位置での音響測定：
A特性音圧レベル：風速の測定と同時に、一連の少
なくとも30個の等価騒音レベル。各測定値の実測
時間は少なくとも1分間。各整数風速のプラスマイ
ナス0.5m/s内に3個以上の測定値が必要。

●1/3オクターブバンド測定：各整数風速におい
て、1分間以上の測定で得た少なくとも3個のスペ
クトルのエネルギー平均から決定。少なくとも、
50Hz～10ｋHzの中心周波数の範囲の1/3オクターブ
バンドの測定が必要。風車が停止した状態の暗騒
音測定も同様。

●狭帯域測定：各整数風速において、少なくとも2
分以上の風車の音及び暗騒音の測定が必要。p.7

7

発生源の種類・発生状況などをわ
かる範囲で記録しておく。 p.57

発生源の種類・発生状況などをわか
る範囲で記録しておく。

方法１：風速計及び風向計は，10ｍとロータ中心
との間の高さで，風車の風上側に設置しなければ
ならない。 p.6

方法2：風速測定に風速計を用いる場合、風速の測
定値は10m高さ及び基準粗度長に補正しなければな
らない。音の測定時には、風車が風速計として用
いられる。 p.9

8

風速と風雑音の大きさ（1～80Hz平
坦特性）の測定例が示されてい
る。
従来型１（直径9cm）：約10dB
従来型2（直径20cm）：約20dB
p.52～55

表3.2.1　風力発電施設から発生する騒音等の測定方法の比較表

項目

調査地点の選定

風の状況等を考慮し
た測定時期及び測定

時間

マイクロホンの設置
位置及び具体的測定

手法

5

●騒音：
等価騒音レベルLAeq（時間率騒音レベルも記録に留め

る）
騒音レベル測定方法JIS Z8731, 測定機器JIS
C1505,JIS C1502,JIS C1512,測定時には、騒音測定に
影響を与える天気、風向、風速、気温、湿度について
も調査する。特に、風向、風速については、様々な条
件下での測定を行い、その状況を幅広く把握すること
が望ましい。
測定は、環境基準の時間の区分ごとに全時間を通じて
連続測定することを原則とする。対象とする騒音の範
囲は、環境基準の適用対象である騒音。（航空機騒
音、鉄道騒音、建設作業騒音、鳥の鳴き声や虫の声等
を除外して測定評価する。なお、木の葉の擦れ音につ
いては、測定・評価の対象に加える。
また、騒音レベルは必要に応じ1/1オクターブバンド別
（63～8000Hzの8周波数帯域)に記載する。p.29、p.30

●低周波音：
低周波音レベル
低周波音測定マニュアルによる。低周波音測定に影響
を与える天気、風向、風速、気温、湿度についても調
査する。特に、風向、風速については、様々な条件下
での測定を行い、その状況を幅広く把握することが望
ましい。必要に応じ1～80Hzの1/3オクターブバンド別
に記載する。　p.35

整数風速6,7,8,9及び10m/s（10m高さ及び0.05mの
粗度長）における風車の音響放射に関する次の諸
量
1. かけの音響パワーレベル
2. 1/3オクターブバンドレベル
3. 純音性
　随意の測定には、指向性、超低周波音、低周波
音及び衝撃性が含まれる。　　p.7

原則屋外，必要に応じ屋内
（１）屋外：マイクロホン高さは
地上1.2～1.5ｍ（風の影響があれ
ば地上設置可），BGN，反射・遮
蔽・回折に配慮。
（２）建物の周囲：音源方向に面
した所，実用的には窓の外側で窓
から1～2ｍ離れた場所，床上1.2～
1.5ｍ相当の高さ。
（３）距離減衰：機械から概略2倍
ずつ離れた点を測定点にとる。
（４）指向性の測定：どの方向に
強く発生しているか調べる場合に
は，発生源の周りに測定点をと
る。例えば，正面方向から30度，
あるいは45度ごとに測定点をと
る。
（５）発生源周辺の音圧レベル分
布の測定：①水平面上の音圧レベ
ル分布、②高さ方向の音圧レベル
分布
（７）建物の内部における測定
（６）、（８）は省略

ｐ.29～36

防風の手法等の配慮
事項

風力発電用防風スク
リーンの性能

（従来型との違い）

測定量
及び具
体的な
測定手

法

測定結果の整理方法

発生源の稼動状況及
び上空の風速の把握

方法等
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3.2.3 平成 21 年度までに得られた騒音等の測定・解析・考察について  

本検討調査委員会が平成 20 年度および 21 年度に報告した風力発電所か

らの騒音等の実測調査に対する解析・考察の結果から、その測定方法とし

て有効な点および課題を取りまとめると以下のようである。  

・ 10 秒間の Leq（Leq,10s）による測定は、一過性の暗騒音や風雑音の影響

を排除しやすい。  

・ Leq,10s の連続的な測定結果は、風車の変動の様子を捉えやすい。  

・ 1/3 オクターブバンド分析は、純音成分の有無の確認や、閾値との比

較、風車音と暗騒音の周波数的な比較等に有効である。 

・ 風車を途中で停止させ、暗騒音測定を実施することで稼働時と停止時

の違いが明確になる。 

・ Leq,10s を連続的に算出し、一過性および突発性の騒音や風雑音を取り除

くことにより、より実態に即した風車音の値が得られる。 

・ 2 次防風スクリーンを使用しても 5Hz 以下の風雑音までは低減するこ

とは難しい。  

・ Leq,10s の 1 分間毎の最小値や 10 分間毎の最小値は、一過性・突発性の

騒音や風雑音の影響を受けにくいが、風車音の変動の状況を把握するに

は十分とはいえない。 

・ Leq,10s の 10 分間毎の最小値は、L90 や L95 に近く、その地域の背景的な騒

音・低周波音の値を示す。  

風車音は、風が吹いて風車が稼働している状況で測定しなければならない。

測定の際しての風雑音の除去方法、一過性の暗騒音の除去方法等について

の検討が必要である。 
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3.2.4 海外における測定方法の整理 

諸外国における風力発電施設から発生する騒音等の測定方法は、国毎にまち

まちであるため、各国および研究上の測定のトレンドが一覧できるように整理

した。測定対象として、施設から発生する放射音のパワーレベル測定と伝搬さ

れた放射音における観測地点の評価に大別される。 

放射音のパワーレベルについては IEC61400-11 の方法に基づいて測定される

場合が多いようである。しかし、基準風速の測定高さを変更すべきなどの改善

提案がある。パワーレベルが正確に求められるとすれば、不確定要素は伝搬経

路のみに存在することになるので、伝搬経路の影響因子およびそれらの影響の

度合いをできるだけ正確に定量的に把握する必要がある。室内における影響を

知るには、さらに住宅の遮音特性と室内での観測値の関係を知る必要があるが、

この点に言及している報告例は測定法という観点からはほとんどない。 

観測地点における評価については様々な指標が用いられている。周波数重み

付け特性は A 特性、C 特性、G 特性が用いられ、時間平均音圧レベル、L50 や L90

などの時間率音圧レベル、最大値、最小値、および Lden（時間帯に重みをつけ

た暴露量の平均値）により表示される。このほかに A 特性音圧レベルであるが

低周波音域のみをフィルタリングして評価する方法もある。ただし、観測地点

の位置および高さについては情報の精度がまちまちであり、さらに影響が大き

いと考えられるウィンドスクリーンについて言及されている報告は非常に少な

い。評価指標のみならず安定した測定方法に関する規定も検討する必要があろ

う。 

評価方法の報告については各国の規制方法の検証報告があり、規制値が妥当

であるかどうかといった立場の報告が主体となっている。 

重要な検討項目をまとめると以下のようになる。 

・ 発電施設の放射音パワーの評価または定められた伝搬経路上での測定点で

の評価 

・ 居住者が暴露され易い環境、地域の評価（屋外、屋内） 

・ 評価時間帯 

・ 評価指標 

・ 測定機器およびマイクロホンの設置方法（ウィンドスクリーン含む） 

・ 背景騒音に対する考え方 

・ 風速に対する考え方 
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以下に表 3.2.2 として各国・各地域の規制等を、表 3.2.3 として関連する学術

論文等の研究資料をまとめたものを示した。 
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表 3.2.2 各国・各地域の規制・基準等 
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表 3.2.2 各国・各地域の規制・基準等（続き） 

国・地域
規則の
種類

風車の取り扱い 数値基準の設定方法 評価値 測定時間
測定場所（風車
との位置関係）

気象条件
（風向/風
速）

暗騒音と
の関係

備考

ニュージーランド及びオース
トラリア　ビクトリア州

ガイドラ
イン

風力発電専用
唯一の値、暗騒音に
より変化の２種類

L A90
L A90+5dB
でNG

静寂な地
域で夜間
専用の基
準値を設
定

オンタリオ州（カナダ） 規制 風力発電専用
セットバック距離を
規制

L Aeq

LAeq<40d
Bとなる距

離に設置
する

ノルウェー
ガイドラ
イン

風力発電専用 唯一の値 L den

風に影響さ
れる地域と
そうでない
地域を地
形により区
別

オランダ 規制 風力発電専用 風速により変化 LAr,LT 昼間，夕方，夜間
評価曲線
を用いる

※オランダで用いられている評価曲線 
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表 3.2.3 学術論文等に見る各国・各地域の規制・基準等 
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表 3.2.3 学術論文等に見る各国・各地域の規制・基準等（続き） 

●Wind Turbine Noise 2009 
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表 3.2.3 学術論文等に見る各国・各地域の規制・基準等（続き） 

 
 
●Euronoise 2009 
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表 3.2.3 学術論文等に見る各国・各地域の規制・基準等（続き） 

●inter-noise 2009 
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表 3.2.3 学術論文等に見る各国・各地域の規制・基準等（続き） 

●デンマークエネルギー省 

 

 
●Low Frequency Noise 2010 
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表 3.2.3 学術論文等に見る各国・各地域の規制・基準等（続き） 

●inter-noise 2010 
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補足 

Noise Perception Index (NPI)6,7) 

対象音が環境騒音（暗騒音）を超える程度と受音者反応等に基づいた騒音評

価指標である。風力発電所に当てはめると、測定点で風力発電所から放射され

る音と暗騒音を比較してどの程度超えるかを評価する。実用的には 40dB を超え

るかどうかが NPI の代わりに使われている（つまり暗騒音を測定せずに放射音

を評価する）基準である。ニュージーランドで使用され、10 分間単位で LA90 を

測定する。n は測定期間中の 10 分単位の回数で暗騒音計測分もカウントする。 

NPI は下式によって求められる。 

 

NPI = 10log 10LA90 of wind farm sound level 10 +10LA90 10( )− LA90( )∑ n  

LpA,LF 

10～160Hz の帯域のみで算出した A 特性音圧レベルであり、デンマークで低

周波音の評価に使用されている。 

 
時間帯補正等価騒音レベル（Lden）による評価方法 8) 

日本では以下の式により航空機騒音の評価に用いられる。 

 

i, j, k とは、各時間帯で観測標本の i 番目、j 番目、k 番目をいい、LAE,di は、

午前 7 時から午後 7 時までの時間帯における i 番目の LAE、LAE,ej は、午後 7 時

から午後 10 時の時間帯おける j 番目の LAE、LAE,nk は、午後 10 時から午前 7 時

の時間帯における k 番目の LAE をいう。また、T0 は規準化時間（1 秒）を、T は

観測１日の時間（86400 秒）をいう。算出された値は測定日数でエネルギー平

均される。 
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3.2.5 風雑音の低減方法に関する現状把握 

低周波音の測定では、風により雑音（風雑音）が発生することによって正確

な測定値を得られない場合がある。風車音の測定では、風が強いときに測定を

しなければならないことから、低周波音の測定にあたっては通常の低周波音測

定以上の風雑音低減対策が必要である。本項では、はじめに既往の研究につい

て整理を行った。 

 

（１）風雑音の低減方法に関する既往の研究 

一般的に、風がマイクロホンに当たることによって発生する雑音は周波数が

低いほど大きな成分を持っており、風速の増加とともにこの傾向が顕著になる。

測定対象とする低周波音の主要周波数成分が低いほど、また音圧レベルが小さ

いほど、風による影響が大きくなる。これまで、騒音測定用の防風スクリーン

についてウレタン製の球形防風スクリーンが製品化されている反面、低周波音

測定用に特化した製品は見当たらない。 

平成 20 年度に本検討調査委員会が調査した低周波音計測において効果のあ

る防風スクリーンの研究動向を整理すると以下のようになる。 

・ 防風スクリーンのサイズを大きくすると風雑音の低減効果が増加するため、

直径 20cmφのウレタン製防風スクリーンが低周波音測定時に用いられるこ

とが多いが、風雑音を十分低減することは難しい。 

・ 砲撃音の測定を目的に、多孔質材防風スクリーンと 2 チャンネル受音によ

る信号処理を組み合わせることによって、風速 10m/s 下で防風スクリーンな

しの場合に比べて C 特性音圧レベルで 32.2dB の風雑音低減を実現している

9)。 

・ 80cm 角と 60cm 角の二重ネット（開口率 80.8%）と円筒型ウレタンを併用し

た防風スクリーンによって、風速 20m/s 下で 7cmφウレタン製防風スクリー

ンに比べて C 特性音圧レベルで 30dB 強の低減効果を実現した 10)。 

・ 二重ネットの場合、ネットの間隔を 5cm 以上離すと低減効果が得られる 10)。 

・ 風が吹いている場合、低周波音用の音圧レベル計を地上に置くことによっ

て風の影響を軽減できる 11)。 

・ 屋外で最大風速 4m/s 程度の風速の場合、同等サイズの「円筒形防風スクリ

ーン」と「角形二重ネットに円筒ウレタンを内装した防風スクリーン」の風

雑音除去性能の差異は小さい。 

・ 直径 110cmφで開口率 60%程度の半球ネットは、半球形のウレタン製 2 次防
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風スクリーンよりも超低周波領域で風雑音低減効果が大きい 12)。 

・ 外径 40cm の半球型二重ネット構造（開口率 80.8%）の小型防風スクリーン

によって、最大 8m/s 程度の風速条件下において 1.2m 高さに設置した 9cmφ

ウレタン製防風スクリーンに比べて 10〜20dB（1〜80Hz）の低減効果が得ら

れている 13)。 

・ 二重ネットに円筒型ウレタンを内装した角形防風スクリーンに関して、ネ

ットの目合いや組み合わせによって風雑音低減効果が変化している 14)。 

・ 低周波音測定における風速情報を取り入れ信号処理を利用した風雑音低減

方法について検討されている 15)。 

また、平成 20 年度における研究動向調査以降に幾つかの関連研究が報告され

ているので、以下にそれらの概要を整理して示した。 

ア）防風スクリーンの小型化に関する検討 

今泉ら 16)は、屋外における低周波音計測のための小型防風スクリーンの

開発を試みている。低周波音用の音圧レベル計のマイクロホンを覆うウレ

タンフォーム製の角形防風スクリーンを単純に小型化（60cm 角の立方体）

すると、低周波数域の風雑音除去性能が低下したため、マイクロホンを農

業用の防風ネットで覆ったウレタンフォームとネットの二重防風スクリー

ンで測定したところ、低風速を除いて顕著な改善が認められなかったと報

告している。この要因として、風速と風雑音の主要成分に言及している。

つまり、防風スクリーン内の風速は極めて小さくなっていることから、主

要な風雑音の成分である風がマイクロホンに当たって生じる雑音成分が低

風速時には除去されるものの、風速の上昇とともにこれ以外の雑音成分が

増し、二重防風スクリーンの性能が認められなくなったと考察している。 

イ）風雑音を低減するためのマイクロホンの設置方法に関する検討 

風雑音の主要成分の一つである、風がマイクロホンに当たることで生じ

る擬似的な圧力変動成分を低減させるために、低周波音用の音圧レベル計

のマイクロホン（ダイアフラム）を地表面と同じ高さとなるように埋める

ことが有効ではないかという議論が行われている。現在まで研究発表等は

実施されておらず研究のアイディア段階にある。 

ウ）風自体の特性を明らかにするための検討 

高橋ら 17)は、風雑音の発生形態に関する基礎的な検討を目的として、屋

外において一定距離離れた低周波音用音圧レベル計と Hot-wire 風速計によ

って風雑音および風速変動を同時計測し、200Hz 以下の周波数領域に着目し

69



て風雑音信号と風速変動とを比較している。計測した 2 点での音圧レベル

計の出力信号間では、その時の風速に対応する時間遅れを持って相互相関

関数の最大点が存在することを見出し、風塊の通過に起因する風雑音を確

認した。一方、同距離の 2 点での風速信号間では特定の時間遅れを持った

相関関数最大点が認められず、風速自身が有する極めて低い周波数成分の

支配的なエネルギーによってマイクロホン近傍で相互作用的な雑音の発生

が起こっていると示唆した。 

エ）騒音測定データに含まれる風雑音の補正方法の検討 

立石ら 18)は、低周波音の測定と同時に風速を実測し、風速の実測結果を

用いて騒音測定データに含まれる風雑音（発表では風ノイズと表現）を補

正する方法について検討している。平均風速および乱流強度と風雑音のレ

ベルの関係について、風洞実験結果に基づいて導いた補正式を提案してい

る。その結果、風雑音環境下におけるマイクロホン出力に作用する風雑音

が乱流強度、平均風速、周波数で定義できること、防風スクリーンによる

風雑音低減効果は、風の乱れが大きく風速が速い場合に小さいことを示し

た。 

オ）風車騒音測定用の小型防風スクリーンの開発 

環境省戦略指定研究（風力発電等による低周波音の人への影響評価によ

る研究）における風車騒音測定のために、20cmφのウレタンフォーム製球

形防風スクリーンと 12 面体の金属製枠にネットを貼った二重防風スクリー

ンが開発されている。太田ら 19)は、屋外で実験を行った結果、直径 20cm 防

風スクリーンのみに比べて、12 面体防風スクリーンのみで約 10dB、その外

側に同じネットを貼った立方体防風スクリーンを付加した場合には 13dB

（いずれも 8Hz）の低減効果が得られたと報告している。 

 

最近の研究動向の整理より、風雑音の低減方法に関する研究は必ずしも

活発ではないが、様々な角度からの検討が行われており、防風スクリーン

の開発を含めた測定方法や風雑音のメカニズムに関する検討が継続されて

いることが明らかになった。また、風力発電所から発せられる音を対象と

した計測方法に関する研究も実施されていることがわかった。 

 

（２）防風スクリーン商品化の動向 

前記のとおり、屋外において低周波音を正確に計測する場合には、風雑音の
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影響をできるだけ低減する必要がある。その中で最近、2 種類の防風スクリー

ンが商品化されている。この動向は、低周波音を測定することに対する社会の

要請が高まっていることを反映していると考えられる。 

そのうちの一つは商品名に風力発電用とあり、もう一方も使用例として風力

発電所からの音を示している。 

2 種類の防風スクリーンの特徴を比較する。両者は、円盤状のアルミニウム

製の板の上に騒音計用マイクロホンを設置し、それを半球形に成形した薄いア

ルミ繊維で覆うことで風雑音（なお、一方は風切音と表記されているが風雑音

と同意語と思われる）の低減を図る点で共通している。これらの方法は

IEC61400-11 で示された方法に類似しており、発生源側における測定方法とし

て考えられていると推察される。このうち、一方は 90mm 径の球形防風スクリー

ンを半割したものを主スクリーンとして内装するのに対して、他方はマイクロ

ホンを直接アルミ繊維製の半球形防風スクリーンで覆い使用するように見て取

れ、それぞれの構造に僅かな差異が見られる。 

いずれの商品も通常の測定で用いられる 9cmφのウレタン製球形防風スクリ

ーンとの違いは示されていない。カタログに記載された測定データから、マイ

クロホンのみの場合と防風スクリーンを装着した場合の音圧レベルを比較する

ことにより、おおよその風雑音低減効果を類推した。両者は、「防風スクリー

ンなし」の条件と比べて、10Hz 以下の周波数範囲で 20dB 以上の音圧レベル差

を示しており、周波数が高くなるほどその音圧レベル差は大きくなっている。

ただし、一方が一定風速下における測定結果であるのに対して、他方は複数の

風速条件で測定された結果の平均値であること、測定方法についても一方が扇

風機の風によるものであるのに対して、他方は風洞実験によるものであること

から、個々の結果を単純に比較することはできない。また、実際の屋外環境下

で同等の結果が得られるか否かは明らかでない。 

なお、最新の研究では、川上ら 20)が一方の防風スクリーンについて、扇風機

の風を用いた実験を行い 100Hz 以下で、「防風スクリーンなし」の条件と比べ

て約 30dB の風雑音低減効果を確認したとしている。 

また、丸山ら 21)は、風洞実験ではいずれの製品も 2 次防風スクリーンによる

風雑音低減効果がみられたと報告している。 

今後、実際の屋外環境下で同一の条件において、風雑音低減効果の比較測定

を実施する必要がある。また、低周波音の測定で通常使用される直径 9cmφの

ウレタン製球形防風スクリーン、直径 20cmφのウレタン製球形防風スクリーン

71



との性能の違いも明らかにする必要があると考えられる。 
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3.3 環境影響評価に向けた騒音等の予測方法の検討 

風力発電施設から発生する騒音等に対する環境影響評価を考える場合、受音

側における伝搬予測計算を実施する必要があり、その予測結果を基に評価が行

われ、必要に応じてその影響の低減あるいは回避に係る対策が講じられ、最終

的に対象地域の環境保全を図ることとしている。本節では、風力発電施設から

発生する騒音等の伝搬予測計算方法の現状を整理した。 

 

3.3.1 風力発電のための環境影響評価マニュアル（第 2 版）による方法 

本マニュアルは、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、

NEDO という）によって作成され、風力発電に関する環境影響評価の調査・予測

手法としての手順を示すことを目的とした同第 1 版に対して、専門的な内容を

中心に平易な表記に改訂された版である 1)。前節に示す通り、地方公共団体に

おける条例で数多く参照されている状況にある。本マニュアルに記載した予測

計算方法は、風力発電施設を点音源としてモデル化し、風力発電機メーカー等

から示される（見かけの）音響パワーレベル値を用いるものとしている。伝搬

過程においては、幾何学的拡散による距離減衰、空気の音響吸収による超過減

衰を考慮している。風力発電施設個々の予測点における騒音レベルを算出し、

さらにそれらをレベル合成することによって予測点における騒音レベル（A 特

性音圧レベル）を計算する。なお、施設増設の場合は既存施設を含む音源、ま

た、対象事業実施区域内に他の音源がある場合はそれも含めて予測を行うこと

としている。ここで、風力発電機の（見かけの）音響パワーレベルの提示方法

が IEC 61400-11 により規定され、タワーの高さとローター径により定められ

る所定の距離で現地測定されたデータから、強制的に運転を停止させて得られ

る暗騒音の影響を差し引いて求められる、と解説している。また、予測計算式

がすべての風力発電機が同時に稼働することを前提としていると補足説明して

いる。 

予測計算に使用する式を下記に示した。下式は半自由空間における伝搬を仮

定している。 

 

Ln = Lw − 10log l2 + h2( )− 8− ∆LAIR 

ここで、 

Ln：n 番目の風力発電機から水平距離 r（m）離れた地点での騒音レベル(dB） 

Lw：風力発電機の音響パワーレベル（dB） 
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r ：風力発電機から騒音予測地点までの水平距離（m） 

h ：風力発電機のブレード中心までの高さ（m） 

 

∆LAIRは、空気による音響吸収に伴う減衰（dB）を示しており、次式で計算する。 

 

∆LAIR = α l2 + h2( ) 
なお、αは定数で、α=0.005dB/m で表わされる。 

予測点において、それぞれの風力発電機から伝搬した騒音を合成する方法は、

次式の通りである。 

( )101010
p

n21 10...1010log10 LLLL +++=
 

ここで、                                      

Lp ：予測地点における騒音レベル（dB） 

Ln ：n 番目の風力発電機による騒音レベル（dB） 

さらに、現地調査によって得られる暗騒音をレベル合成し、風力発電施設が

稼働し始めた場合の騒音レベルを求める際には下記の式を用いる。 

 

L= 10log10Lp 10 + 10Lb 10( ) 
Ln ：風力発電施設稼働後の騒音レベル（dB） 

Lb ：現地調査によって得られた暗騒音レベル（dB） 

騒音レベルは、必要に応じてオクターブバンド毎に記載するとし、本マニュ

アルによる予測計算方法は、オクターブバンド毎に実施することも可能である

ことを示唆している。 

 

3.3.2 ISO 9613-2 による方法 

本方法は、国際標準化機構（ISO）によって規格化している伝搬予測計算方法

であり、各種音源から屋外を伝搬する騒音について、等価騒音レベルによって

予測する工学的な手法である 2)。道路、鉄道、工場等の多様な音源を想定し、

幾何拡散、大気吸収、地表面の影響、障害物による遮蔽等の伝搬中の物理的要

因に対して個別に周波数毎（オクターブバンド（63Hz～8kHz）毎）の減衰量を

算出することで受音点における等価騒音レベルを予測することができる。この

方法は、音が伝搬し易い気象条件を前提として構築され、風と同じ方向に音が

伝搬する順風伝搬の場合、あるいは通常の夜に見られるような気温逆転層が中
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程度に発達した条件下において、その伝搬は“音が伝搬し易い気象条件”に該

当するとしている。風下に位置する受音点におけるオクターブバンド毎の等価

音圧レベル LfT（dB）は、次式で計算される。 

 

LfT = LW + D− A 

LW ：音源の音響パワーレベル（dB） 

D ：音源の指向性補正（dB）であり、Lwの無指向性の点音源と比較した時

のレベル差 

A は音源から予測点までの伝搬過程における減衰の総和を示し、次式で与え

られる。 

 

A= Adiv + Aatm + Aground + Ascreen + Amisc 

ここで、 

Adiv ：幾何拡散による減衰（dB） 

Aatm ：空気の音響吸収による減衰（dB） 

Aground ：地表面の影響に依る減衰（dB） 

Ascreen ：遮蔽壁による減衰（dB） 

Amisc ：その他の要因（植栽中、工場立地中および家屋群中）による減衰（dB） 

である。 

オクターブバンド毎に上の 2 式を用いて伝搬予測計算を行い、レベル合成し

て等価音圧レベルを算出するが、この過程で A 特性補正を行うことで、等価騒

音レベル（短期間の順風条件下における A 特性音圧レベル）を求めることがで

きる。また音源が n 個の点音源から構成される場合は、次式を用いて受音点に

おける等価騒音レベル LAT（dB）を算出する。 

 

LAT =10log 10
LAT i, j( )+ Af j( )

10

j=1

8

∑
 

 
  

 

 
  

i=1

n

∑
 

 
  

 

 
  
 

j は、63Hz～8kHz の 8 つのオクターブバンド中心周波数に対応し、Af ( j )は

j 番目のオクターブバンド中心周波数に対する A 特性補正値（dB）である。 

これらを基にして、数ヶ月から 1 年程度を想定した長期間の等価騒音レベル

LAT(LT)（dB）を得るために、各気象条件の出現割合に基づく補正項 Cmeteoを適用

し次式で計算する。 

 

 

LAT LT( ) = LAT − Cmeteo 
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次に、主要な減衰項の計算方法について下記に示すこととする。 

ア）幾何拡散（Adiv） 

本方法における幾何拡散は、自由空間における点音源からの球面波伝搬に基

づいて次式で計算される。 

 

Adiv = 20log d
d0

 

 
 

 

 
 +11

 

ここで、 

d（m）：音源から受音点までの距離 

d0（m）：基準距離で 1m 

イ）空気の音響吸収（Aatm） 

空気の音響吸収は、距離 d（m）を伝搬する過程を対象としてオクターブバン

ド毎に次式で計算するが、最大は約 15dB である。 

 

Aatm = α ⋅ d 1000 
なお、αは ISO 9613-13)で規定される定数で、気温と相対湿度に依存する。 

ウ）気象条件による補正（Cmeteo） 

本方法で計算される等価騒音レベル LATは、音が伝搬し易い条件が継続する場

合の値であり、長期間を考慮すると音が伝搬し易い条件ばかりでは必ずしもな

いため補正項が必要であり、それが気象条件による補正 Cmeteoである。Cmeteoは次

式で計算される。 

 

Cmeteo =

0,                              dp ≤10 hs + hr( )

C0 1−
10 hs + hr( )

dp

 
 
 

 
 
 
,  dp >10 hs + hr( )

 

 
 

 
 

 

ここで、hs（m）は音源の高さ、hr（m）は受音点の高さ、dp（m）は地表面上

に投影した音源と受音点の間の距離である。また C0は予測点における風向・風

速および気温勾配を考慮して気象統計に基づく値である。これらの式から、音

の伝搬に及ぼす気象条件の影響は dpが短い場合に小さく、dpが長い場合に大き

くなる。C0は対象地域の気象統計から求められるが、経験的に 0～5dB であり、

例えば予測対象とする時間の 50%で音が伝わり易い条件が出現する場合に C0の

値は約+3dB である。 

エ）その他 

上記以外の減衰項の計算方法は、巻末の補足資料「ISO 9613-2 に関する解説

資料」に記載されている。 
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3.4 環境影響評価に向けた騒音等の予測結果の評価方法の検討 

前節に示す通り、風力発電施設からの騒音・低周波音に関する環境影響評価

では、一般的に、ある条件下で施設から発生する音を仮定し、それが伝搬過程

でどの程度減衰し、受音点にどの程度影響するかを予測する。さらに、受音点

における暗騒音を合成して予測結果となる。ここで、風力発電施設から離れた

受音点では伝搬する騒音等のレベルが小さくなり、相対的に受音点における暗

騒音や風雑音の影響が大きくなることを考慮した評価方法が必要である。本節

では、国内と諸外国における評価方法について整理した。 

 

3.4.1 国内における現状の評価方法の整理 

現在まで、国内における風力発電施設からの騒音・低周波音に関する環境影

響評価は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）によっ

て作成された「風力発電のための環境影響評価マニュアル（第 2 版）」1)にそ

って行われていることが多い。予測地域は、施設の稼働による騒音の伝搬特性

を考慮して、騒音に係る環境影響を受ける恐れがある地域であり、一般的には

対象事業実施区域及びその周辺、半径 500m 前後の範囲内としている。また予測

地点は、環境保全のために特に配慮が必要な施設（学校、病院等）及び住宅の

配置の状況を考慮して、具体的には、風力発電施設の予定位置から最寄りの住

宅等を選定することが望ましいと述べている。時期等については、最も騒音が

大きくなると考えられるすべての風力発電施設が運転している状態を予測する

こととしている。このような条件下で得られた予測結果が、原則的に「騒音に

係る環境基準について」2)に基づいて評価され、評価対象となる地点が地域類

型に指定されていない場合には、周辺地域の状況を勘案し適切に選定するとし

ている。低周波音についても予測地域、予測地点および時期等については上記

した騒音と概ね同様であるが、予測結果の評価については触れられていない。

この点において、地方公共団体では、低周波音の評価において、「低周波音問

題対応の手引書」3)に記載している参照値を利用していることが多い。また、

感覚閾値、最小可聴値、住宅地等における低周波音実測データ例等と比較して

評価している場合もあった。 

 

3.4.2 諸外国における評価方法の整理 

本検討調査委員会で昨年度までに行った調査結果 4,5)を整理すると、諸外国に

おける評価方法は概ね下記のように大別することができる。なお、低周波音に
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特化した評価は見出されていない。 

ア）一定の値を基準値として設定する方法 

イ）風速に応じて変化する基準値を設定する方法 

ウ）暗騒音に一定値を加えた基準値を設定する方法 

エ）風力発電施設から住居までの距離を制限する方法 

 

ア）については、一定値という意味で既存の環境基準と同様の設定方法であ

る。具体的には、ドイツやオランダが適用している。イ）については、風速の

増加によって騒音等のマスキング効果が期待できるため、それに伴って基準値

を変化させる方法である。具体的には、カナダ（オンタリオ州）が適用してい

る。ウ）地域毎に異なる暗騒音の状況に鑑み、風力発電施設の稼働によってど

の程度のレベル上昇を許容するかを定める方法である。具体的には、イギリス

やフランス等で適用している。エ）は風力発電施設からの音の伝搬を考慮しな

がら騒音源から受音点（住居）までの“距離”を定める方法である。具体的に

は、デンマークが適用している。これら以外に、ノルウェーでは、ア）の考え

方を適用しながらも受音点における風の影響が地形等によって異なることに着

目し値を変えている。 

 

3.4.3 評価方法に関する検討 

国内外の評価方法の現状を踏まえて、以下のような指摘が可能である。 

・風力発電施設からの騒音等の予測結果とそれを用いた評価は、音源の（見

かけの）音響パワーレベルに著しく依存し、その多くの場合、メーカー

から提供されるデータを用いている。（見かけの）音響パワーレベルの

オーバーオール値だけでなく、周波数別のデータや低周波音領域のデー

タ等を含めて整備が急がれる。 

・我が国における風力発電施設からの騒音等による苦情発生箇所の実測結

果から、現在多く利用されている A 特性音圧レベルによる評価だけでは

必ずしも十分とは言えない状況である。 

・我が国では、音源に係るデータや伝搬過程で考慮すべき減衰項の精査、

実際に発生している苦情の実態把握が十分ではないため、風力発電施設

からの騒音等の予測方法およびその評価方法を検討することが難しくな

っている。 
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